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令和元年10月3日

第72期司法修習生(B班） 各位

司法研修所事務局（総務課・経理課）

修習給付金に関する届出について

集合修習に伴い，標記の届出が必要となる場合がありますので，以下の第1及び第2のほか修習給付

金案内を参照し，第3の各係に届け出てください。

なお，届出様式は,第3の各係の窓口で交付を受けることができるほか,最高裁判所ウェブサイト「司

法修習生の修習給付金について」からダウンロードすることもできます。

第1 移転給付金

集合修習に伴い住所又は居所を移転した際は， 10月10日 （木）までに移転届を提出してくださ

い。

1 司法研修所の寮への入居についても移転給付金の支給対象となります。

2移転給付金の認定は，修習に伴い移転をすることが必要であったと認められることが要件ですの

で，次のような近距離での移転は，支給の対象となりません。

（1） 司法研修所の在勤地内(8km圏内）での移転

（2） 同一地域内（東京都特別区内，同一の市町村内）での移転

3やむを得ない事情により集合修習の開始日以後に移転をした場合を除き， 10月1’日 （金）以

降に届出がされても支給の対象となりません。

第2住居給付金

1 住居給付金を受給している者（全員いずれかの書類を提出する必要があります｡）

下表の居住状況に応じた書類を速やかに（申述書は10月10日（木）まで)提出してください。

※提出書類の不備等により居住状況を確認できない者については,住居給付金の支給を留保す

ることがあります。

2住居給付金を受給していない者

集合修習に伴い新たに賃貸住宅に居住した場合は，要件を具備した日から7日以内に住居届（新

規）及び賃貸借契約書（写）を提出してください。

第3提出先（問合せ先）

届出は，窓口時間内（平日午前8時30分から午後5時30分まで）に直接提出してください。

1 移転給付金：経理課経理係（本館1階) TELO48-460-2031

2住居給付金：総務課人事係（本館5階) TELO48-233-0025

No 庭 Lj
、
ヴ

一
一
一 犬況 提出書類

1 実務修習中の賃貸住宅を引き続き借り受け， 自宅等に入居する場合 住居届（変更）

2 実務修習中の賃貸住宅から別の賃貸住宅に転居する場合
住居届（変更）

賃貸借契約書（写）

3 実務修習中の賃貸住宅を退去し，司法研修所の寮又は自宅等に入居する場合 住居届（喪失）

4

Nol～3のいずれにも該当しない場合

｛
ex・実務修習中の賃貸住宅に，集合修習中も継続して居住する場合

実務修習中の賃貸住宅を引き続き借り受け，司法研修所の寮に入居する場合］
別添「申述書」



※本申述書は居住状況を確認するものであり，住居届（新規・変更・喪失）の提出に代わるもので

はありません。

提出期限： 10月10日 （木）

提出先：司法研修所総務課人事係（本館5階）

－－－■■■■■■一■■■■■■■■■■■■－■■■■■■－－■■■■■■ 1■■■■■、 ■■■■■■－－■■■■■■－■■■■■■■■■■■■■■■■ー－■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■－－－－－■■■■■■_■■■

令和 年 月 日

組 番修習地

氏 名

電話番号

申述書（住居給付金関係）

私の修習中の居住状況について，下記のとおり申述します。

記

選択型実務修習中の最後の居住先住所1

集合修習中(10月3日現在）の居住先住所

口上記1と同じ

口司法研修所の寮

□その他

2

(口自宅等口賃貸住宅）

考試終了後の居住先住所（予定）

口上記1と同じ

口上記2と同じ

□その他

3

(口自宅等口賃貸住宅）

※必要事項を記載し，該当する□に〆を付す。

※ 「自宅等」 とは，司法修習生が所有する住宅，無償住宅又は配偶者等住宅をいう。



一

司法研修所における事務の取扱いについて

(第72期集合修習）

令和元年8月

司法研修所事務局



は し が き

本誌は，司法研修所での修習における司法修習生に関する事務の取扱いについて説明すると

ともに，参考となる資料を添付したものです。

司法修習生各自においては，充実した修習生活を送るためにも，本書を熟読した上， 「修習

生活へのオリエンテーション」 ，

れて参照してください。

｢司法修習ハン1ぐブック」と併せて常に手元に置き，折に触

令和元年8月15日

司法研修所事務局長



次目

１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
３
３
４
４
４
５
５
５
５
６
６
６
６
６
６
６
６
７
７
７
７
７
７
７

－
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
。
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
令
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
。
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
・
一
一
心
一
一
一
一
一
一
Ｐ
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
て
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

、

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
↓
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
つ
一
て
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
に
一
い
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
て
｛
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
策
一
つ
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
Ｖ
｜
｜
｜

、

｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｝
て
一
一
一
一
対
一
に
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

・
一
つ
一
一
一

、

イ
ー
用
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
て
一
に
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
Ｖ
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
つ
一
一
一
達
テ
｜
使
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
い
一
時
一

一
一
｛
｜
｜
｜
｜
｜
に
一
一
一
伝
リ
ー
の
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
つ
‐
一
生
一
て
一

、

、
ｊ
’
一
一
一
一
一
一
一
ｖ
一
一
一
の
１
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
に
一
発
一
い
一

て
一
一
一
一
一
一
一
一
扱
一
一
一
項
キ
｜
夕
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
’
｜
用
一
の
一
つ
一

、

し
一
一
一
一
一
一
一
一
取
一
一
一
事
セ
ー
ン
一
一
一
一
一
一
一
一

て
一
口
利
一
害
一
に
一

つ
一
一
一
一
一
一
一
一
の
一
一
絡
報
一
リ
’
｜
｜
｜
｜
｜
｜
等
い
一
窓
の
一
災
一
ジ
｜

に
一
一
一
一
一
一
一
一
材
一
員
一
連
情
プ
｜
用
一
一
一
一
一
刻
つ
一
談
グ
｜
の
シ
’

し
一
一
一
一
一
一
一
一
教
一
委
一
の
び
用
用
一
使
金
一
時
に
一
相
ン
等
い
（
｜

、

扱
一
一
一
一
一
与
一
絡
ら
及
使
生
一
の
書
給
資
金
一
別
閉
備
生
リ
影
震
願
生
一

取
刻
刻
一
一
一
一
行
貸
一
連
誌
か
務
の
習
一
明
支
念
付
一
分
開
設
等
習
セ
撮
地
お
習

の
時
時
簿
旅
。
ス
日
局
義
等
修
物
力
証
の
専
給
の
の
・
場
修
ン
等
や
の
修
他

鞠
断
断
岫
鯵
蝿
撫
燃
綱
剛
礁
術
擁
難
捌
鱸
雅
術
叩
船
繍
儲
儲
囎
靭
砺
臓
騨
轆
加
頚
峨
鱸
雅
初

喧

（ 1）



Ｊ

紙
０
１
２
３

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１
１
１
１

別
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

に

クラス連絡委員マニュアル－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

旅費の支給について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

門扉の開閉時刻等について－－－－－－－－－－－－－一一一一一一一一

図書館棟案内図一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

食堂・売店・書店．コピー機等の利用について－－－－－－－－－－－－

図書室の利用について－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

スポーツ施設及び用具の使用について－一一一一一一一一一一一一一一一
句

滝所生のいずみ寮セミナールームの使用について－－－－－－－－－－－
①

徒歩又は公共交涌機関利用以外の通所について－－－－－－－－‐－－－

司法修習生相談窓口について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

カウンセリングの利用について－－一一一一一一一一一一一一一一一一一

大きな弛震が発生した場合の対応について－－－－－－－－－－－－－－

司法修習生バッジの取扱いについて－－－－－－－－－－－－－－－－－

８
９
１
２
３
４
５
８
９
１
２
４
５

１
１
１
１
１
．
１
１
２
２
２
２

〔参考〕

司法研修所電話番号表一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一26

各課事務室等の案内一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一27

和光市医療機関一覧表一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一28

〔付録〕 『

各種手続等で困ったときは？ －－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一29

（2）



〔事務の取扱いについて〕

－1－

登庁時刻 登庁時刻は, 9時4S分までである。

登庁したら，西館1階ロビーに備付けの出席簿に押印（サイン，スタンプ式の

印鑑及び指印は不可） し，速やかに教室に入室する。

退庁時刻 当日の講義等の終了後は， 堂◎分以内に退庁する。

各課（係）への用件は速やかに済ませること。

出席簿 出席簿には必ず押印をする（サイン，スタンプ式の印鑑及び指印は不可)。

印鑑を持参せず，押印ができない場合には，速やか

1階。以下「企画係」 という｡）に申し出る。

↑
」Ｉ (西館

出席簿への押印を忘れた場合には，企画係で出席確鯉書の用紙を受領し，所要

事項を記載し，教官の確麗印を得た上，速やかに企画係に提出する。

なお，教官の確認印が得られない場合は遅参等の扱いとなる。

登庁時刻後の出席簿への押印の申出には応じない。

鍬伝 噸 :昊哩イ 骨 糸

遅参 登庁時刻に遅参するときは，必ず，本人が登庁時刻までに，電話により

にその旨を連絡する。

(企画係直通■■■■■■■■■■又は内線■■■,■■■■）

I

登庁した際は，まず，企画係事務室内に備付けの遅参簿に署名押印し，登庁時

刻を記入した上，遅参届の用紙を受領する。用紙に所要事項を記載し，遅参届に

ついては教官の認印を得た上，速やかに企画係に提出する｡パスの遅延は遅参に

なる 、

企 国 ；

早退 当日の講義等の終了前に退庁するときは，企画係事務室内に備付けの早退簿に

署名押印し，退庁時刻を記入した上，早退届の用紙を受領する。用紙に所要事項

を記載し，早退届については教官の認印を得た上，速やかに企画係に提出する。

離席 講義中に一時的に離席する場合には，企画係に備え付けてある離席簿に退室

(入室）時刻等を肥入する。

なお，休み時間中のみの離席については届出を必要としないが，休み時間を超
d C

えて雛席する増合は届け出ること。

欠席 1日の講義時間のうち，受講した時間が110分未満の場合は1日欠席とす

る。また ， 受講した時間が110分以上220分以下の場合は半日欠席とする。

欠席する場合には，事前に欠席承鯉申鯖書を企画係に提出し，承認を得る。

ただし，やむを得ない事情で事前に欠席承認申請書を提出することができない

ときは，必ず，本人が登庁時刻までに，電話により にその旨を連絡し（企

画係直通■■■■■■■■■■■又は内一・ I
に速やかに提出する｡'用紙は，企画係事務室内に備え付けてある。

，

なお， 「修習生活へのオリエンテーション」をよく読んでおくこと。

登庁した際

企 ロ
「
２ 1系



－2－

外国旅行 外国旅行をする場合は， 『外国旅行及び欠席承鯉申鯖書｣を出発日の3週間前ま
◆

でに企画係に提出する。

原則として，講義等の欠席を伴う申請は承認されない（新婚旅行であっても，

外国旅行を伴うか否かを問わず，集合修習中の欠席は承認されないので留意す

る｡） 。

なお，考試終了後から司法修習終了までの期間を利用する外国旅行については，

同期間内の旅行期間が合計9日間を超える申請は承認されないので留意する。

資料・貸与教材

の取扱いについて

1 教材，資料及び週間日程表等は, クラス連絡委員（3ページ参照）を通じて

配布する。

なお，資料等は，不足が生じないように絶対に同じものを2部以上受領しな

いこと。

2修習の週間日程表には，講義に持参する資料，起案の指示事項などが記載さ

れているので，必ず確阻する。

3資料等が配布されたら，落丁，乱T等の有無を確鯉の上， これらを発見した

塙合には，まず，クラス連絡委員に申し出て余部がある鳩合には交換する。余

部がなく不足が生じた堰合には速やかに匪画扇に申し出る。
4欠席した場合の配布資料は， クラス連絡委員が委員用ロッカーに保管してい

る。欠席した日の講義でのみ使用した資料であっても，要返却資料が含まれて

いることがあるため，登庁したときに必ず受領すること。
5要返却の貸与教材等（以下「貸与教材」という｡）については，配布されたら

速やかに表紙左上部枠内に組，番号，氏名を配載する。

貸与教材は，全て後日回収するので，紛失することのないよう十分注意して

保管する。返却方法等については，後日通知する。

貸与教材を複写することは一切禁じる。

賞与教材のとじ込み部分を外したり，ページを切り取ったりしてはならな

い ｡

万
一

フ 貸与教材を紛失した場合には，速やかに企画係に届け出る。

6原則として，講義等で使用する教材や資料の貸出しはしない。

7修習中に司法研修所から貸与される修習記録及び配布される教材・資料等に

ついては，いずれも，スキャナ・カメラ等による画像取り込み, PDFファイ

ルヘの変換等の方法により電子データ化して情報を作成し保存してはならな

い ｡

起案 起案作成時の注意事項は，次のとおりである。

1 起案時間は，別途指示する時間による。

2起案ごとに配布される所定の起案用紙(A4判・横書き）及び表紙を使用

し，手書きによる作成を原則とする。

3特段の指示がない限り， 1行おきに記載する。
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｡

4黒のペン，ボールペン又はサインペン（インクがプラスチック製消しゴム等

で消せないものに限る｡）を用いて，槽書ではっきりと記載する。

5下部欄外中央部分に，通しページ数を記載する。

6起案の回収については，別途指名する回収担当者が順番に行う。

7起案は， クラスの修習生のうち3分の1の者は中教室で，その余の者は階段

教室で行う。起案時の席図は別途配布する（起案ごとに席図が変わるので注意

する｡） 。

8起案中は， コピー機及び司法修習生用プリンターの使用並びに図書室及び書

店の利用はできない。

9昼食時間は， 11時40分から12時40分までとする。

なお，昼食を自席でとることは差し支えないが，周囲に迷惑を掛けたり，机

等を汚損しないようにする 0

10昼食時間中の起案作成を認める。

11起案提出前の鰯繋は鯉めない（昼食時間を含む｡)。

12起案中は，特段の指示がない限り，判例付き六法の使用を禁じる。

13起案の提出場所・提出方法は，別途指示する。

14－度提出した起案を取り戻すことは認めない。

15起案は，左余白部分に2穴パンチで穴を開け，つづりひもで散逸しないよう

結び目が裏面になるように結ぶ。

提出後，起案の一部にとじ漏れがあったことが判明した場合には，当該起案

の上部欄外に組・番号及び氏名を明記して企画係に提出する。この場合，起案

中の当該部分については時間外に提出されたものと扱われる。

16教官等から別途指示がある場合には,その指示に従う。

クラス連絡委員 1 クラス連絡雲員担当表（別途配布する。 ）に従って，修習生が交代で担当

し ， 資料等の配布，連絡事項の伝達及び教室内の備品等の管理を行う。

2主な事務の要領は，別紙第1のクラス連絡萎貝マニュアル（8ページ）のと

おりである。

3 クラス連絡委員交代の際は，次順の者に，速やかに，かつ，確実に保管中の

資料（欠席者分資料等)，未処理事務及びクラス連絡委員マニュアル等を引き継

ぎ，後の事務手続に遺漏のないようにする。

修習日誌 1 修習日誌の作成担当者（別途指示する｡）は，記載した日誌を担当日の次の登

庁日のg時45分までに（厳守）提出物コーナー（西館1階ロビー）に備え置

かれた提出箱に提出する。

なお，修習日誌の用紙は西館1階ロビーに備え置くので，誰でも，いつでも

担当日以外にこれを記載して提出することができる。

2修習日誌には，担当日の修習等に限らず，修習全般に関するきたんのない感



想等を記載する。

なお，記載された内容は，司法修習の在り方等を検討するために使用する場

合がある。

1 連絡事項等は， クラス連絡委員による連絡，週間日程表への記載，教室内前

方スクリーン，西館1階ロビーの掲示板への掲示又は館内放送によって伝達す

る。

なお，出席簿の横に呼出一覧が置かれたり， 出席簿の押印欄に，各課

（係）から各人への連絡事項を記載した付篝が貼付されている増合は，速やか

に当該蝶（係）へ申し出る。

2外部からの電話は，緊急性が認められるものに限り伝言票等によって連絡す

る。

事務局からの連絡

事項の伝達

1 司法修習関連の情報管理には， くれぐれも細心の注意を払うこと。

21

守秘義務及び情報

セキュリティ対策

について

3守秘義務については「修習生活へのオリエンテーション」 7ページ以降を，

情報セキュリティに関する定めについては， 「司法修習ハンドブック」 56ペー

ジ以降を熟読した上で， これらを遵守する。 ．

1 中教室の机，椅子の配置を変えた場合には，使用後，必ず復元する。

2各自が教室で使用している机，備品等は，他人が使用することもあるので，

整理整頓に努めて，資料等を放置しない。

3大講堂，中講堂，法廷教室及びRT教室での飲食は一切禁止する。

なお，昼食は教室でとることができる。

4冷暖房運転中，窓や扉を開け放したままにしない。

なお，各教室での微調整は，窓側に設置されたファンコイルや教室入口に設

置されたコントローラー及びサーキュレーター（送風機）を利用して行う。ま

た，各自，藩衣で鯛整するなど工夫する。

5窓を開ける場合は，ブラインドを必ず上げる。ブラインドを下ろしたまま窓

を開けるとブラインドが損燭するので，十分に注意する。

教室等の使用

－4－

一一一 一
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6最後に教室から退室する修習生は，窓の施錠を確認し，消灯する。

7備品の2穴パンチを使用する際は，必ずステープラの針を外してから使用す

る。西館1階ロビーに備え置く2穴オートパンチ（厚さ5cmまで対応）及び

30穴パンチも使用することができる。

8教室のビデオ等のAV設備は，教官や職員の指示がない限り一切操作しな

い。

司法修習生用ブリ

ンターの使用につ

いて

1 司法修習生用プリンター（以下「修習生用プリンター」 という｡）は，西館1

階ロビー ， 同館第1， 5

置している。

， 7 ， 11 、 13 ， 17及び19教室横の談話室に設

2利用する際は，各修習生用プリンター備付けの「管理一覧表」に記載する。

3 司法修習以外の目的での利用を禁止する。

4プリンター以外の機能（コピー， ファクシミリ，スキャナー及びインターネ

ツトヘの接続）の使用を禁止する。

5以下の(1)又は(2)の方法での印刷が可能である。

(1) ファイルを保存した私物USBメモリを修習生用プリンターに接続する。

(2) (1)の方法で印刷できない場合は，あらかじめインターネットからFライバ

をインストールした上で，修習生用プリンターに接続されているUSBケー

ブルを私物パソコンに接続する。

※インストールの方法については,各修習生用プリンター備付けのマニュア

ルを参照する。

※パソコンの仕様により，接続できないものがある(Mac等）

6情報セキュリティに関する定めを遵守する。

◎

7 印刷用紙は，各修習生用プリンターの横に備付けの用紙置場から適宜補給す

る 0

8用紙置場の印刷用紙が不足した場合及び修習生用プリンターに不具合が発生

した場合は，

ての質問等は， I

(本館1階）に連絡する。その他，印刷手順につい

に問い合わせる。

！ 睡閉 R
■
■
■ 目 』

ｰ

巳

ー

企
－

ロ 4 ヨ

掲示物 教室後方の掲示板（ホワイトボード）は， クラス内その他の連絡用として利用

することができる。修習生以外の者が作成したもの又はそのコピー類を掲示する

増合には，遅くとも掲示を希望する日の3日前までに当該掲示物を企画係に提出

して許可を受ける。

ロッカーの使用 通所生にロッカーを1個貸与する。

なお ， ロッカーの鍵を紛失等したときは，速やかに

以下「管理係」 と↓ 、
ｰ

フ ◎

(本館1階

）に届け出る。また，忘れた場合も同係に申し出る。

◎嚢里 ﾛI
M■曲

序ロ

圧琿，

■＝

毒

不

身分証明書 身分証明書は，常に携行する。

また，修習終了後は，直ちに I (本館5階）に返還する 。
▲

期

心！

駅 L

▲ 且

二勺

財I 、

■■■■

■P
■ー■

日

』 信務’ M
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旅費の支給 旅畏の支給については，別紙第2 （9ページ）のとおりである。 0 ｳ

修習専念資金 1 制度概要や各種申請手続方法及び提出書類等については，最高裁判所司法研

修所ウェブサイト （裁判所ウェブサイトトップページのバナー（司法修習生貸

与制度について）のリンク先を参照する。

新たな修習専念資金貸与申請や貸与額の変更申請については，上記ウェブサ

イトから申請書等の必要書類をダウンロードして作成し，

5階。以下「人事係」 という。 048

する 0

一

(本館

233-0025 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))に提出

2既に修習専念資金の貸与を受けている場合において，次に該当する場合は，

速やかに リに申し出る。なお， (1)の場合は30ページの「氏名，住所等の
変更について」も参照すること。

(1)氏名の変更をした場合

(2)保証人の氏名又は住所に変更が生じた場合

(3)保証人が死亡した場合

総務I
h

ド§人事 3

人3 B1 目夕

修習給付金 別途配布している修習給付金案内を参照する。

喫煙 指定された喫煙塙所以外での喫煙は禁止する。

ごみの分別 1 ごみは， ピン，缶，ペットボトル，その他可燃物（弁当殻を含む｡）に分別し

てごみ箱に入れる。また， 自動販売機の紙コップは，販売機横の専用のごみ箱

に入れる。

2 スポーツ施設，喫煙場所等のごみ箱がない場所にピン，缶，ペットボトル

タバコの箱等を放置しない。

P

▼

門扉の開閉時刻等 門扉の開閉時刻等については，別紙第3 （11ページ）のとおりである。

施設・設備につい

て

1 図書館棟の各施設・設備の場所については，別紙第4の図書館棟案内図（1

2ページ）を参照

2食堂・売店。書店・コピー檀等の利用については，別紙第5 （13ページ）

3

のとおりである。

図書室の利用については,別紙第6 （14ページ）のとおりである。

4スポーツ施設及び用具の使用については，別紙第7（15ページ）のとおり

である。

5休養室は，体調が優れないときに利用することができるが，その場合には，

に申し出る。

6 AED(自動体外式除細動器）は

ロビー

る ◎

●

'

，■■■■■■■■■ 西館1階
北門守衛ボックス，いずみ寮A棟1階，ひかり寮1階に設置されてい

7通所生のいずみ察セミナールームの使用については，別紙第8（18ページ）

のとおりである。

企個 剛 系



－7－

駐車場等 徒歩又は公共交通機関利用以外の通所について（自転車，オートバイ等による

通所）は，別紙第9 （19ページ）のとおりである。

司法修習生相談

窓口

司法修習生相談窓口については，別紙第10 （21ページ）のとおりである。

カウンセリングの

利用について

カウンセリングの利用については，別紙第11(22ページ)のとおりである。

写真等撮影 構内における写真等の撮影は，原則として禁止する。事情により写真等の撮影

を希望する場合は， 3日前までに撮影許可申請書を

る ｡

睡璽に提出し，許可を受け

火災や地震等の災

害の発生時につい

て

各クラスごとに，別途，避難誘導員が指名されている。火災や地震等の災害が

発生した場合には，教官又は非常放送の指示に従うとともに，避難指示があった

際には避難誘導員の誘導に従って，各教室に貼付してある基本避難経路によりグ

ラウンドに避難する。

グラウンドへの避難終了後，安否確認等について係員の指示に従う。

なお，大きな地醒が発生した増合の対応については，別紙第12（24ページ）

のとおりである。

節電のお願い 1 不要な照明の消灯

教室や談話室などで使用していない部屋の照明は， こまめに消す。

2エレベータの運転時間について

(1)原則として， 9時から10時まで, 11時30分から13時50分まで及

び16時30分から17時までは，全基運転とする。

(2) その他の時間は， 1基のみ運転する ◎

(3)運転時間帯であっても，できる限り階段を利用する。

司法修習生バッジ

について

修習期間中に貸与するもので，考試期間中に回収する。バッジは司法修習生の

身分を示すものであるので，紛失等に十分留意する。また，次の期でも使用する

ので p 考試期間中に必ず返還しなければならない。司法修習生バッジの取扱いに

ついては，別紙第13 （25ページ）のとおりである。

その他 交通違反や事故などを起こしてしまった場合， トラブルに巻き込まれた場合等

には，直ちに，各クラスの担当教官及び

るとともに，報告書の作成等について,指示に従う。

(調査係直通O4B-460-204S又は内線■■■

(西館1階）に連絡す
一一

ﾕ匡世 m第二I RI ﾛ査 系
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クラス連絡委員マニュアル

各自の担当日は別途配布する一覧表参照

－8－

クラス連絡委員の主な役割･作業のポイント等

口配布資料等の受領と配布

9時20分までに西館1階中講堂に集合して配布資料を受領し，各クラスの修習生に配
布すること。起案がある場合は，起案用紙等も受領し，直ちに起案回収担当者へ引き継
ぐこと。

※配布資料を受領する際，要返却の資料(起案の記録等)については，その場で部数を確認し，別途企

※

画係が配布する記録等受領確認書を提出すること。また， クラスの修習生に配布の際は，確実に全員
の手元へ行き渡るよう工夫すること。

に，必司 すること。また，余部は教卓等に放置せずに，委員用ロッカーに保管すること。
※委員の作業量が多い場合は，委員以外の修習生にも協力を依頼して作業すること。
※起案回収に関する作業は，別途指定する起案回収担当者に対し交付するマニュアル参照

尋

2 關

ロ事務連絡の修習生への周知

教官・事務局から事務連絡がある場合(主に，上記資料配布時に連絡する。 ）は， クラ
ス内で聞き漏らす者がないよう， これを確実に周知すること。

※事務連絡の周知に当たっては，マイクを使用して差支えない。
また，講義に支障のない範囲で，ホワイトボード等を利用できる（配布資料目録の貼付等） ◎

口教室等の管理

･講義開始時には，ホワイトボード，教卓周辺を整えること｡マーカーは各教室の備品
箱から適宜補充し，使用済マーカーはごみ箱へ廃棄すること。
■ ワイヤレスマイクを使用した後は，充電器に戻すこと。

け ｡

･廊下に備え置かれた起案用紙等を整理整頓すること。消耗品(マーカー，電池等)の不
足，備品類（視聴覚設備，蛍光灯，ブラインF等)の不具合・破損が生じた場合には企画
係に申し出ること。

□その他

･冷暖房運転中，窓や扉を開け放したままにしないこと。なお，各教室での微調整は
窓側に設置されたファンコイルや教室入口に設置されたコントローラー及びサーキュ
レーダー(送風機)を利用して行うこと。
･教室,廊下等の共用スペースに，ごみ等の放置がないよう，修習環境の美化に努める
こと 。

・担当最終日には，次の委員へ各ク
事務内容等を確実に引き継ぐこと。

ラス備付けのマニュアル，欠席者分の保管資料及び
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旅費の支給について

司法研修所における集合修習に要する旅費は以下のとおりであり，国家公務員等の旅費に

関する法律等の基準に従って支給される。旅費の計算は，最も経済的な通常の経路及び方法

により旅行した場合として計算する。

1 支給される旅費の種類

(1)集合修習に参加するための旅費

集合修習に参加するために司法研修所に移動するための旅費。ただし，東京，立川，横浜，

さいたま及び千葉に配属された司法修習生には支給されない。

（2）集合修習後に実務修習庁に移動するための旅費

A班の司法修習生（東京，立川，横浜， さいたま及び千葉に配属された者を除く。 ）

には，司法研修所から実務修習庁へ移動するための旅費を支給する。

2旅費の請求手続

上記各旅費は，集合修習期間中にクラス連絡委員を通じて，経理課経理係から配布され

る請求書等に押印して請求する（サイン，スタンプ式の印鑑及び指印は不可） 。

旅費は，採用時に提出した「導入修習・分野別実務修習参加のための旅費申告書」に記

載の金融機関口座に振り込まれる（改姓による口座名義の変更や金融機関の統廃合による

取扱店の変更などがあった場合は，必ず経理課経理係に申し出るb ) 。

3航空機を利用した旅費の支給について

（1）対象者

航空機を利用した場合，航空機を利用した旅費を支給する。ただし，実際に利用した

航路及び運賃の種類による旅行が最も経済的な通常の経路（様々な交通手段のうち社会

一般の者が利用する経路）及び方法（各種割引制度等）でない場合は， 「最も経済的な

通常の経路及び方法」により旅行した場合の金額を限度に旅費を支給する。また，社会

通念上，航空機を利用した旅行が通常の経路である場合においても，各種割引制度等や

他の一般的な「最も経済的な通常の経路及び方法」がある場合は，それらを勘案して旅

費を支給する。

（2）証明書類

次の書類を集合修習開始後，速やかに経理課経理係へ提出する。

－9－



ア 「航空券」又は「領収書」等の金額及び運賃の種類が分かるもの

インターネットによる購入の場合は，購入した航空券の内容が確認できる画面のハ

ードコピーや，購入後に送られてくる確認メールをプリントアウトしたものについて

も認める（金額及び運賃の種類が判明するものに限る。 ） 。

イ搭乗した便の「ご搭乗案内」又は｢搭乗証明書」等の購入した航空券を利用して搭

乗したことが分かるもの

ウパック旅行を利用した場合は， 「行程表」等のパックの内容が確認できるもの

(3)注意事項

ア航空券を購入する際には，各種割引制度（ 「旅割」や「特割」等）を積極的に活用

する。

イ格安航空チケット会社で購入した場合，航空券に記載されている金額や，航空会社

から別途取得した領収書の金額が，実際の航空券購入額と異なるので注意する（内訳

の分かる書面を用意する。コンビ二等の支払手数料や格安航空会社(LCC)を利用

する際の手荷物持込料及び事務手数料等については，航空賃ではないため，旅費の支

給対象とはならない。 ） 。

ウパック旅行等を利用した場合は，パック旅行代金ではなく，宿泊料相当額分等をパ

ック旅行代金から控除した額が航空賃として旅費の対象となる。

エファーストクラス，プレミアムクラスは利用できない。また座席指定の際にクラス

Jを指定した場合,その利用に要する料金は旅費の支給対象とならない。

オ株主優待券やマイレージポイントを利用して特典航空券の発券を受けた場合には，

実際に料金を負担した額を上限に支給する。

カマイレージの取得はできない。なお，誤って取得してしまった場合は，マイレージ

取消しの手続をとった上，取り消されたことを証明する書面を提出する。

－10－
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門扉の開閉時刻等について

休 日平 日区 分

正面玄関

■■■正門

車出入口

I

東門

歩行者出口

■

西門 （注1）

’ ■■■
南門 (注1）

’’車出入口

北門

歩行者出入口

8

図書館等通用口 （地下1階）

■■西館箙面玄関

’ひかり寮渡り廊下通用口

注Ⅱ ｜

注2 司法修習生は，夜間，休日等の入構時に身分証明書又はバッジの提示が必要

-11-
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図書館棟案内図
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食堂・売店・書店・コピー機等の利用について

1 各店舗の営業時間等について

2弁当販売について

昼食時間帯（11時SO分～12時SO分）に西館各階ラウンジにて販売する予

定である。

3 コピー機の利用について

司法修習生用コピー機が西館1, 3階ラウンジ，図書館棟1階コピー室，同棟3

階図書室，いずみ寮A棟1階コピー室及び同寮B棟1階コピー室に設置されており，

1枚，モノクロ10円，カラーSO円の料金で利用できる。

コピー機に不具合が発生した塙合は，売店に連絡し，対応してもらうこと。

－13－

店舗 営業 日 営業時間（ 営業場所）

食 堂 平日

(図書館棟2階）
C ■

昼食11時30分～13時（第1食堂）

夕食17時SO分～19時（第2食堂）

売 店 平日 8時30分～18時S0分（図書館棟1階）

書 店 平日 9時～18時（図書館棟1階）
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図書室の利用について

1 開室時間

（1） 開室は， 8時30分から20時まで（自由研究日及び最終鱒義日は, 17時閉室）
ただし，即日起案が1限目からある日は開室時から，即日起案が2限目以降にある日

は起案が開始される時限の直前の時限の終了時から，起案終了時までの間，入室を禁止
する。

（2） 土曜日， 日曜日，祝日及び休日は，閉室する。

2図書の閲覧等

（1） 開架式の図書については， 自由に閲覧等ができる。利用方法については図書室内掲示の
書架案内及び利用案内に従うこと。

（2） 文献複写のために， コイン及び紙幣投入型コピー機を1台設置している。
なお， コピー機の故障等に関しては， 1階売店で取り扱っている。

（3） 閲覧した図書は，閲覧終了後，図書室内設置の返却用プックトラックに返却する。

3図書の貸出し及び返却

(1) 図書の貸出しは, 1人5冊まで, 1週間貸出しできる。ただし，最終講義日の約1週間

前からは貸出しを停止するので，貸出中のものは貸出停止日までに返却する。具体的な貸出

停止日は図書室カウンターに表示する。

（2） 図書の裏表紙内側に貸出カードのあるものは，所要事項を記載して，カウンターに提出す

る。

（3）貸出カードのないものは，カウンター上の「借用票」に記載して，提出する。

（4） 「禁帯出」のラベルを貼っているものは，貸出ししない。

（5） 図書の返却は，カウンター前の返却ボックスに入れる。

（6） 未返却図書については，適宜の方法で，借用者に通知する。

4図書等の検索

（1） 図書室中央正面にパネル式の書架案内がある。

（2） 図書室の蔵書は，カードボックス上の図書検索パソコンにより検索できる。

（3）判例情報等は図書室内の専用パソコンで検索できる。

5最高裁判所図書館等の利用

司法修習生は，身分証明書の提示により最高裁判所図書館を利用することができる。また，

法務図書館についても，所定の手続を経て利用することができる。

6その他

（1）離席時は，机の照明を消し，椅子を定位置に戻す。

（2） 図書室内に荷物を放置したまま，離席しない。

（3） 図書室への飲食物（ペットボトル，飴類を含む。 ）の持込み，図書室内での飲食，雑
談，グループ討論は禁止する。

（4） 図書資料を紛失，書込み等の汚破損行為をしたときには，弁償を求めることがある。

－14－
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スポーツ施設及び用具の使用について

1 利用時間

2鍵の授受

平日,裁判所の休日ともに,中央監視盤室一
※鍵の借受け及び返還時には，その都度「鍵授受簿」に所要事項を記入する。

※講義終了後の鍵の交付時刻は16時50分からとし，使用開始時刻は17時からとする。

3利用方法等

体育館，テニスコート及びグラウンドの利用方法等は，以下のとおり

なお，各スポーツ施設を使用する場合は，それぞれ施設ごとの「使用上の注意」 （16ページ， 17
ページ）を遵守すること。

各施設を専用使用したい場合は,使用希望日の2日前（裁判所の休日は除く。 ）までに「運動施設使

用許可申請書」を提出し許可を受ける。

「運動施設使用許可申請書」の交付及び提出先は，本館1階管理係

（1）体育館

ア平日の使用は個人使用のみとし，専用使用は認めない。

イ裁判所の休日は，個人使用のほかに，許可を得た場合に限り，専用使用できる。

ウ専用使用の1グループの使用は，原則として半面・半日の使用に限る。
エ行うことのできるスポーツは，原則として，卓球，バレーボール，バスケットボール，バドミン

トンである。

（2） テニスコート

ア平日は,A～Dコートを使用でき，個人使用のみとし，専用使用は認めない。

イ裁判所の休日は，個人使用(Aコート）のほか，許可を得た場合に限り, Bコートのみ専用使用

できる(C・Dコートは地域住民に開放するため，使用できない。 ） 。

ウ専用使用の1回の申請で使用できる時間は， 2時間とし， 1グループ1日1回までとする。

エ休日において専用使用日時が重複した場合は，利用回数の少ない者を優先し，時間帯の調整等を

行うが，なお重複した場合は抽選とする（申請状況については，管理係に照会する。 ） 。

（3） グラウンド

ア平日の使用は個人使用のみとし，専用使用は認めない。

イ裁判所の休日は，個人使用のほか，許可を得た場合に限り，専用使用できる。

ウゴルフ・野球は禁止とする。行うことができるスポーツは，原則として， ソフトボール，サッカ

ー，ジョギングである。また，時間の制限はないが，使用する時間帯に配慮し，他の修習生や近隣

の迷惑となる行為や喧騒等に注意して利用する。

4用具等の使用について

(1)テニスコート横の用具庫の鍵を借り受ける。

（2） 用具庫に備付けの用具等は自由に使用できるが，それ以外（テニスボール,卓球ボール，バドミ

ントンシャトル等）については，利用者が持参すること。

(3)使用後は,用具庫の整理整頓を行い,施錠の上,鍵は中央監視盤室(■■■■■■)に返却する。

-15-

区 分 侭育1瞳 テニスコート グラウンド，

平 日

① 7:00

②12:15

③ 17:00

～

～

～

8:30

12:50

21:00

① 7:00

②
③

12:15

17:00

～

～

～

8:30

12:50

日没

(A･B･C･Dｺｰﾄ）

① 7:00

② 12:15

③17:00

～

～

～

8:30

12:50

日没

裁判所

の休日

■■ロ

I■■■ 二曜

日曜

祝日

（ ） 7:00～21:00

使用不可

使用不可

① 7;00～日没

(A・Bｺｰﾄのみ）

（ 〕 7;00～日没

使用不可

① 7:00～日没



体育館の使用上の注意

1 体育館は， スポーツを目的とする施設であり， 目的以外の使用はできない。

2屋内専用の運動靴を使用する。館内は，土足厳禁である。

（1回でも外履きとして使用した運動靴は，使用しないこと。 ）

3使用した器具等は，所定の場所に戻す。

4 アスレチックルームの器具等は，移動させない。

5 アスレチックルームの器具等の使用については，各器具に備付けの取扱説明書又は取扱注

意事項書のほか，各器具の一般的な用法に従って使用する。

6館内での飲食，飲酒及び喫煙は禁止する。

7 更衣ロッカーは，体育館使用時以外は使用することはできない。

運動着，運動靴及び各自が持ち込んだ用具等は，その都度持ち帰り，館内に保管すること

は禁止する。

8使用時間には事前の準備，事後の片付け及び更衣等の時間を含むため，終了時刻までに施

錠をして，鍵は直ちに返却すること。

9 更衣ロッカー， トイレ及びシャワー室は，清潔に使用する。

10体育館を使用した者は，モップがけ等の清掃を行う。

（床面を傷つけることのないようにすること。 ）

11施設及び器具等を損傷，汚損又は亡失等した場合は，速やかに届け出る。

なお，施設及び器具等を損傷，汚損又は亡失等したときは，原状回復又は損害賠償の責め

を負う場合もある。

12鍵を借り受けた者が先に退館する場合は，後の者に鍵の引継ぎを確実に行う。

また,最後に退館する者は,消灯及び窓閉めを確認の上施錠し,鍵を中央監視盤室■

■■■■■)に返還する。

（戸締りや電気の消し忘れ等がないように十分気を付けること。 ）

13その他，使用に当たっては，管理係及び中央監視盤室の指示に従う。
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テニスコートの使用上の注意

1 テニスコートは，テニス以外の競技等に使用することはできない。

2 コートへの立入りは，テニスシューズに限る。

3ボール， ラケットその他必要な用具類は，各自持参する。

なお，用具庫備付けの用具類を使用した場合は，所定の場所に戻す。

4 コート内での飲食，飲酒及び喫煙は，禁止する。

5使用時間には事前の準備，事後の片付け及び更衣等の時間を含むため，終了時刻までに鍵

の返却ができるよう，計画的に使用する。

6施設及び器具等を損傷，汚損又は亡失等した場合は，速やかに届け出る。

なお，施設及び器具等を損傷，汚損又は亡失等したときは，原状回復又は損害賠償の責め

を負う場合もある。

7鍵を借り受けた者が先に退出する場合は，後の者に鍵の引継ぎを確実に行う。

また，最後に退出する者は，テニスコートのネットを緩め， コートにブラシがけを行い，

施錠し,鍵及びハンFﾙを中央監視盤室 に返還する。

8その他，使用に当たっては，管理係及び中央監視盤室の指示に従う。

グラウンドの使用上の注意

1 グラウンFは，スポーツを目的とする施設であり， 目的外の使用はできない。

2 グラウンド内への立入りは，運動靴（ポイント付シューズ及びスパイク禁止）に限る。

3使用した用具等は，所定の場所に戻す。

4グラウンド内での飲食，飲酒及び喫煙は，禁止する。

5使用時間には事前の準備，事後の片付け及び更衣等の時間を含むため,終了時刻までに鍵

の返却ができるよう，計画的に使用する。

6施設及び器具等を損傷，汚損又は亡失等した場合は，速やかに届け出る。

なお，施設及び器具等を損傷，汚損又は亡失等したときは，原状回復又は損害賠償の責め

を負う場合もある。

7使用後は，整地する。

8その他，使用に当たっては，管理係及び中央監視盤室の指示に従う。
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(別紙第8）

通所生のいずみ寮セミナールームの使用について

いずみ寮A棟2階セミナールームについて，次のとおり通所生の使用を認める。

1 利用期間

各期の集合等修習期間中（休日を除く。 ）

2 利用時間

17時から21時まで

3 利用方法

利用時に， 同セミナールームに備え付けてある 「セミナールーム利用簿」に

氏名等を記載する。

4 利用上の注意

(1) 利用時間を厳守する。

(2) 室内は禁煙であり，飲食については，清涼飲料水（アルコール類を除

く。 ） に限り認めている。 また，利用後は， ごみ等の後片付けをして， 必

ず消灯する。

(3) 寮内は土足厳禁であるので，寮正面玄関に備え付けてある来客用スリッ.パ

を利用する。

(4) コピー機については， いずみ寮A棟1階のコピー室に設置してある2台

（コイン及び紙幣投入型） を利用することができる。

(5)

(6) 利用中に緊急を要する事態等が生じたときは， 中央監視盤室に連絡し，そ

の指示を受ける。
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(別紙第9）

徒歩又は公共交通機関利用以外の通所について

（自転車，オートバイ等による通所）

1 自転車で通所を希望する場合

（1）通所者のうち，集合修習期間中継続して駐輪場の使用を希望する者は，管理係で「駐輪

場使用許可申請書（常駐） 」の交付を受け，必要事項を記入の上，同係に提出する。

駐輪場の使用を許可された者は， 自転車等の後輪泥よけ部分に「司研駐輪許可」のシー

ルを貼り，指定された駐輪場に駐輪する。

(2) (1)以外の通所者で，やむを得ず臨時に駐輪を希望する者は，遅くとも使用日の前日まで

に，管理係で「駐輪場使用許可申請書（臨時） 」の交付を受け，必要事項を記入の上，同

係に提出する。

臨時に駐輪場の使用を許可された者は， (1)と同様に「司研駐輪許可（臨時） 」のシー

ルを貼り，指定された駐輪場に駐輪する。

（3）指定された場所以外の場所に駐輪した場合等，指示に従わない場合は，使用許可を取り

消すことがある。また，駐輪場を他の用途に使用する事情等が生じた場合には，駐輪場使

用許可を取り消すことがある。

（4）入寮者で駐輪場の使用を希望するものは,総務課寮務係（いずみ寮事務室）に申し出る。

2オートバイ又は原動機付き自転車で通所を希望する場合について

集合修習期間中，オートバイ又は原動機付き自転車（以下「バイク」という。 ）を利用し

て通所を希望する場合については，次のとおりとする。

（1） 管理係で「駐車場（バイク）使用許可申請書〈常駐） 」の交付を受け，必要事項を記入

の上，同係に提出する。駐車場の使用を許可された者は，バイクの後輪泥よけ部分に「司

研駐車許可」のシールを貼り，指定された駐車場に駐車する。

（2）駐車可能台数に制限があるため，先着順とする。

（3）指定された場所以外の場所に駐車した場合等，指示に従わない場合は，使用許可を取り

消すことがある。また，駐車場を他の用途に使用する事情等が生じた場合には，駐車場使

用許可を取り消すことがある。

3 自動車の入構について

通所者，入寮者とも自動車による入構は許可しない。ただし，特別の事情（例えば身体に

障害等があり， 自動車を利用しないと通所に支障がある場合等）がある者は使用を認められ

る場合がある。該当すると思われる者は，管理係に問い合わせること。
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4注意事項について

次の事項を遵守すること。

（1）許可を受けた自動車， 自転車等以外は，司法研修所の構内に駐車又は駐輪することはで

きない。

（2）公道での路上駐車・駐輪及び県営樹林公園の駐車場等に駐車することは，不正使用であ

り，警察等の取締りの対象となり得る。また，近隣住民や公園利用者への迷惑となるので

厳に慎むこと。

（3）駐車許可証及び駐輪許可証は，他人に譲渡及び貸与してはならない。

（4） 司法研修所の構内の走行及び駐車場又は駐輪場への出入りに当たっては，徐行運転し，

歩行者等の迷惑にならないようにする。

（5） 司法研修所の構内で自動車， 自転車等の通行が認められていない場所については，特に

許可を得た場合を除き，乗り入れてはいけない。

（6） 司法研修所の構内での走行中に，構内の工作物や植木等に損傷を与えたときは，速やか

に管理係に届け出る。

なお，構内の工作物や植木等に損傷を与えたときは，その原状回復又は損害賠償の責め

を負う。

（7）駐車及び駐輪中に生じた災害その他の事由による車両等の損害については，司法研修所

はその責任を負わない。

（8） 司法修習生の身分を失ったとき，駐車若しくは駐輪の必要がなくなったとき，使用許可

期限が経過したとき又は使用許可を取り消されたときは，直ちに駐車許可証を返還し，又

は「司研駐車許可｣若しくは「司研駐輪許可」のシールを適宜処分するとともに，自動車，

自転車等を構内から撤去する。

（9） その他駐車場及び駐輪場の使用に当たっては．管理係及び中央監視盤室の指示に従う。

⑩注意事項等に反する行為があった場合は，使用許可を取り消される場合がある。
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(別紙第10）

司法修習生相談窓口について

司法研修所では，実務修習期間を含む司法修習期間全体を通じて，司法修習生

の皆さんが，セクシュアル・ハラスメントや対人関係に関する問題など，誰に相

談をしてよいか分からない悩みごとを抱えている場合に， これに応じる相談窓口

を開設しています。

相談内容やプライバシーに関する秘密は厳守されますので，セクシュアル・ハ

ラスメントや対人関係などに関してお悩みの方は，下記の相談窓口まで御連絡く

ださい。

なお，相談窓口には，男性，女性双方の担当者がおりますので，

の御希望があれば，御連絡をいただく際にお知らせください。

担当について

記

司法修習生相談窓口

（企画第二課課長補佐）

(直通）電話

郵便等の宛先 〒351－0194

埼玉県和光市南二丁目3番8号

司法研修所企画第二課相談窓口
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(別紙第11）

カウンセリングの利用について

(注） 1 カウンセリングの所要時間は,1人1時間程度。相談内容の秘密は厳守される。

2 予約の空き状況によっては，カウンセリング実施日当日の予約によりカウンセリングを

利用できることがある。

平成S1年度実施日カレンダー

8月 9月 10月

11月 12月

同…ｶｳﾝｾﾘﾝグ実施日

※平成31年3月19日付け「カウンセリングの利用について（お知らせ） 」で案内した実施予
定と異なり, 10月22日 （火）は休日のため実施しない。
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予約受付時間等 実施曜日 実施時間（実施場所）

火曜日及び金曜日
9時30分～18時30分
※実施日以外9時30分～17時

月曜日，水曜日及び木曜日
9時30分～17時

TEL ■■■■■■■■■
(司法研修所総務課人事咳偽）
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相談してみませんか

カウンセリングの利用について

最近よく眠れない,何となく気が沈みがち,体調がすぐれない等,気になることはありませんか。

そんな時は,ひとりで悩まず話してみることが解決の第一歩。

カウンセリング｡は,こころを休ませる方法,ストレスをコントロールする方法を知る近道です。

カウンセラーはこころの専門家｡体調のこと,仕事や勉強のこと,人間関係のこと…

こんなことまで？と思われることでも結構です。

みなさんのお話を聞き相談に乗ります。

相談内容の秘密は厳守しますので,お気軽に相談してください。

◆◇◆

今相談申込方法司法研修所カウンセリング（総務課人事係）へ電話予約してください。

今相談受付時間 9時30分から17時まで（土日祝日除く）

※カウンセリングが行われている日は， 18時30分まで受け付けています。
また，同日の1 7時以降はカウンセラーが直接受け付けます。

◆司法研修所カウンセリング

◇相談方法 ①対面：司法研修所内で1時間程度の相談

②電話: 30分程度の相談（通話料自己負担）

◇相談日時 別紙第1 1記載の火曜日及び金曜日 17時から19時まで

※実務修習期間中における相談日時は，下記までお問い合わせください。

◇ｶｳﾝｾﾗｰ鰯職:標|麓｜ ロ蕊鰻昌鬮

|（グ修所カウンセリンカウン去 直通司法研

ワ〃、令

）
司法研修所総務課人事係
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偶I慨第12）

大きな地震が発生した場合の対応について

司測修所（寮を含むb)-において大きな地震力溌生した場合は，下記のとおり行動してください｡

なお,司法研修所の建物は,震度6強から震度7程度の大規模地震でも倒壊し又は崩壊する危険性は低いと診

断されていますも

記

1修習H謂中に大きな地震が発生した際の対応

（1）初期対応

大きな地震が発生した場合は，まず，机やテーブルの下などに避難し， 自らの身の安全を図る。

教室で講義等力垳われている場合も，まず,机の下などに避難する。

（2）揺れが収まった後の対応

・指示があるまで教室等において待機する｡避難の必要がある場合は,館内放送又'3職員の指示に従い避難

する。避難先は，原則としてグラウンドとし，他の場所に避難すべき場合は,職員が指示する。

避難する際には,西館の教室にあっては階…方のドアの引き出し式キャビネットに収納されている

折りたたみ式ヘルメットを,その他の教室にあっては,教室内の折りたたみ式コンテナに保管されている同

ヘルメットをそれぞれ装着して，各自安全を確保しながら，避難先に移動する。

講義力垳われている際に避難の必要が生じた場合は，クラスの避難誘導員の指示に従う。避難の際には，

慌てず落ち着いて避難する。

避難経路については，教室や寮の居室の出入口付近に表示してあるので，事前に確認しておく。

（3）避難後の対応

避難場所に避難後，安否確認のための点呼をクラス単位で行うので協力する。

帰宅の指示に従い自宅等に帰宅する場合は職員の指示に従い，帰宅の手続を行った上で帰宅する。

帰宅が困難な場合には，司法研修所で宿泊可能な場所を指示するので，その指示に従う。

2休日等に大きな地震が発生した場合の対応

休日等に大きな地震が発生した場合の寮生の対応方法については,寮各居室に備付けのファイル｢休日等に

大規模地震等が発生したときの避難の方法等について」に記載してあるのでゥ事前に確認すること。

なお，初期対応及び揺れが収まった後の対応については, 1dl汲酬2)とする。

おって，夜間・休日において災害が発生した場合には， 「安否連絡カード」に従う。
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(別紙第13）

司法修習生バッジの取扱いについて（

1 司法修習生バッジの貸与

司法研修所（以下｢司研｣という。）は，司法修習生に対し，導入修習開始時に司

法修習生バッジ（以下｢バッジ｣という｡）を貸与する。

2 バッジの破損，紛失時の取扱い

司法修習生は，バッジを破損したときは,破損届に申述書を添付して提出し，

バッジの再貸与を受ける。

紛失したときは，所管の警察に遺失物として届け出た上で， 「司法修習生バッジ

紛失届」 （遺失届の受理番号を記載する｡）を提出し，バッジの再貸与を受ける。

なお，各届の提出先は次のとおりとする。

①導入修習及び集合修習時司研

②実務修習時地方裁判所

3バッジの返還

（1） 身分喪失時

司法修習生が，司法修習生の身分を喪失したときは，バッジを身分証明書，

返還教材等とともに次のとおり返還する。

①導入修習及び集合修習時司研

②実務修習時地方裁判所

（2）修習終了時

司法修習生は，考試期間中にバッジを司研に返還する｡

返還は，集合修習時に配布する封筒に①期，②氏名，③実務修習庁，④クラ

ス，⑤番号を記載の上封入し，考試会場に設置されている回収ボックスに投入

して行う。

【注意】 バッジは考試期間中に必ず返還すること。

なお，やむを得ず考試期間中に返還できなかった場合は，適宜の方法に

より司研経理課用度係に返還する。

(バｯジについての問合せ先:司研経理課用度係h■■■■■■■■■■）
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司法研修所電話番号表

〒351-0194埼玉県和光市南二丁目3番8号

O48-460－2000 (代表）

■■■■■■■■■■■■■(企画係ダｲﾔﾙイン）

住所

電話番号

’ ’ ’1
■ ロ

｜ ’ ’

’
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名 称 内線電話番号 棟 階

総務課庶務係

〃 人事係

〃 図書係

■■

■■

■■

本館 5

〃 寮務係 ■■ いずみ寮 1

経理課経理係

〃 管理係

〃 用度係

■■

●

ウ

■■

。

本館 1

企画第二課企画係 一

売 店 ■■ 図書館 1

書 店 ■■■ 図書館 1



F=-""-=一"一一一=一一一・一一一=一一一‘ － ‐一々－

|各課事務室等の案内’
L_____________= - - - - il I

階段→

■■■■■■■■■■■■■■
－ 一

総務課

R務係R務係 図書係 人事係人事

〆
大講堂

ベ
本館4階…民事裁判教官室刑事裁判教官室教室

コピｌ
画
く
Ｉ

本館3階…検察教官室民事弁護教官室
中講堂中講堂
(クラ連集合場所）フ〕皇宗旨

↑
図
書
館
棟企画第二課企画第二課企

段

提出物コーナー

階館西 経理課 企画第二課企画係企画係 東館

｢書踵蕉]｢ ※修習生立入禁止西館
玄関 資料係 、

教材第一係教材第二係
r面玄関

h

1酢

本館5階 エレベーター



和光市医療機関一覧表

d

jD

出

足u

‐ 譲嵩番号一､一‐ー‐
斬在地赫‘ ． ‘(旗’煽番Q48)_ － ．| ゞ 篭

'

一墨3
療科目診

内･小･外･整・産婦｡精・
眼･耳･循・脳･泌・放・
消・呼・麻･形･神内･心・
リハ･皮･乳･緩・内視・
病･総診･救

’462－1101

独立行政法人
国立病院機構
埼玉病院

諏訪2-1

------- ．…~ --一一-- .-‐一 ~~. ~~~ 一~ ~1－~一.~~－一.~ー~~一~~ ~~~ー

菅野病院 ’464-5''1
‐__ --- _ ！ ___._

内･整・眼･歯･泌・リハ・
心療･精･放卿神｡老

整･外｡皮･リハ･内･泌・肛・麻

本町28-3

坪田和光病院 |465-5001

和光病院 I450-3311
和光リハビリテーション病院'464~6111

１
－
１
－
１
－
１
－
鋤

頭

門

一

一

一

・３

毛

２

５

部
一
頓
一
拓

誠

一

郵

鋤

壁

門
一一

皐
噸
》
語
一
宰
踊
洲
辨

精

リハ･内･放・整・脳神経外科
内･胃･整・リハ･泌・リウ

内･小･循

内･小｡循・皮

内･アレ･リウ

皮･アレー小･小皮･美皮

小

鹿アレ
精･神･心療･神内･内･小

内

富澤整形外科･内科 '468-3456

西谷医院

門田医院

461-2226
千■一

和光クリニツクー－
村山皮フ科クリニック

わこうキッズえきまえ
こどもクリニック

和光駅前皮ﾌ科
あさひ第2クリニック

まるやまクリニック

中川眼科

恵クリニック

和光耳鼻咽喉科医院

恵クリニック

和光耳鼻咽喉科医院

丸山台1-10-14F

-~I~一 ニーニ
､ニゴーへ ＝ 一 画 一

新倉2-5-49

丸山台1－4-36F

本町3-13タウン
コートエクセル3F

耳眼精
露

皮内一

新倉1-13-15志幸
61MONSAN103号室 ”…櫛棚斗

精･心療

丸山台2-29-1

麻…麻酔科
形…形成外科
眼…眼科

緩…緩和ケア内科

美皮｡･ ･美容皮膚科
口外･･ ･口腔外科

総診…総合診療科
救…救急科

外…外科
整…整形外科
産婦･･･産婦人科
婦…婦人科
泌…泌尿器科

乳…乳腺外科
老…老年精神科
胃…胃腸科
神･･･神経科

小…小児科
心療…心療内科
リウ…リウマチ科
心･･･心臓血管外科

皮…皮膚科
放…放射線科
病…病理診断科
消･･･消化器科

精…精神科

内･･･内科

循…循環器
神内…神経内科
リハ…リハビリテーション科

脳･･脳神経外科
耳…耳鼻ﾛ因喉科
アレ･･･アレルギー科

内視…内視鏡科
呼・･･呼吸器科

※平成31年1月現在の情報です。
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和光整形外科内科 ’462-1008
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461-2060

466-2235

本

本

本

萩原医院

田中医院

L･リハ

和光駅前クリニック

佐々木眼科医院

大森耳鼻咽喉科医院

勝海外科

'460-3466

467-0071

464-2685

宇野小児科医院

天野医院

和光小児科クリニック

新倉診療所

オアシス愛生クリニック

わこう在宅診療所

恵愛生殖医療医院

和光のそらクリニック

和光脳神経外科･内科

467-0889

465-8888 1

468-4055

467－1108

’

467-1155

423-5966

451-5589

485-1185

423-6639

424-3870

本

新倉1－2－65

f倉1－2－66

f倉1－2－673F

f倉1-11-1

f倉1-20-20 小
f倉3-5-40 内･小･麻

内･小･外･整・リハ・消・肛

眼

耳･小

胃･外･整・皮･内･呼

』

464字9893 本



〔付録一各種手続等で困ったときは？〕

各課（係）等の場所は， 〔参考〕の「各課事務室等の案内」を参照してください。

なお，西館1階ロビー内に同様の「案内図」が備え付けてあるほか，同法修習ハンドブッ

ク」巻末にも司法研修所内の案内図面が掲載されています。

紛失等について

司法研修所施投の利用について

－29－

修習生バッジを紛失・破損してしまった。 用度係に届け出てください。

身分証明書を紛失してしまった。 直ちに庶務係で再交付の手続をしてください。

教材を紛失してしまった。 直ちに企画係に連絡をして指示を受けてください。

名札を紛失してしまった。 図書館棟1階の売店で購入し，名札に組と番号を書い
てください。

ロッカーの鍵を紛失してしまった。 直ちに管理係に届け出てください。
なお，鍵の交換は実費負担となります｡

ロッカーの鍵を忘れてしまった。 管理係で，予備の鍵の貸与を受けてください。
なお，身分証明書の提示を要します。

落とし物をした，拾った。 管理係に申し出てください。

体育館を使用したい。

テニスコートを使用したい。

グラウンドを使用したい。

中央監視盤室（
使用の手続をし
係で受け付けます｡

で
た

，
，

スポーツ施設等の
休日の予約は管理

なお，本編でも説明していますので，あらかじめ目を
通してください。

自動車， 自転車等で通所したい。 駐車場，駐輪場の利用は，許可を受ける必要がありま
す。詳しくは管理係に問い合わせてください。

マザールーム（搾乳室）はあるの？ 休養室の中にありますので,利用する際は企画係に申
し出てください。

コピー機， 自動販売機の調子が悪い。 各機器に記載されている連絡先に申し出てください。

教室（ロッカー）に忘れ物をしたので取り
にいきたい。

西館閉館後は，教室やロッカーのある西館には入れま
せん 。



司法研修所周辺の施段等について

氏名．住所等の変更について

司法修習生の身分等に関わる事項について

_30－

休日に庁舎に入れるの？ 休日及び平日の時間外は，庁舎内に立ち入ることを禁
止しています。忘れ物をした等の理由で入館すること
はできません。

体調が悪いので，医師に診てもらいたい。 和光市医療機関一覧表（ 〔参考〕 28ページ参照）を
利用してください。
なお，講義中に外部の病院等に掛かる場合は，企画係
に必ず申し出てください。

近くに郵便局はあるの？ 第1駐車場の西側に司法研修所内郵便局があります。

ATMを利用したい。 司法研修所内郵便局にはATMが設置されています。
そのほか， コンビニエンスストア内のATMや駅周辺
の各銀行を利用してください。

氏や名が変わった。 鯛査係に届
※修習専念
事係への届
サイト内「
て（71期
※庶務綴で

出をしてください 0
資金の貸与を受けている場合は，併せて人
出も必要です（詳しくは最高裁判所ウェブ
司法修習生の修習専念資金の貸与等につい
以
身
降） 」のページを御覧ください。 ）
分証明書の再交付手続も必要です 。

◎

旧姓を使用したい。 胴査係に申し出てください。

引っ越しをした。 集合
む。
に提
号等
して

修習開始後
）の用紙を
出してくだ
に変更があ
ください。、 弓

, 全員に現住所届（緊急連絡先を含
配布しますので，指示に従って速やか
さい。なお
ダつたときは

３
１

提出後に現住所，電話番
速やかに鯛査爆に届出を

※その他修習給付金に関する届出も必要となることが
あります（詳しくは別途配布している修習給付金案内
を参照してください。 ） ◎

司法修習生の身分を有していることや，寮
に居住していることの証明書を交付してほ
しい。

人事係に申し出てください。
なお，申出の際には身分証明書及び印鑑を持参してく
ださい。
手続上，発行まで数日かかります。

出身大学又は出身法科大学院等から，学校
案内パンフレットのための原稿作成や講演
等を頼まれた。

引き受ける前に，必ず鯛査係に問い合わせてくださ
い。



兼業許可申請をしたい。’ 鯛査係に
間を要し
裕を持つ

問い合わせてください。なお，判断には時
ますので，兼業開始予定日までの期間に余
て申請してください｡’

支給される旅費等について

I
1

l
｜

’
経理係に問い合わせてください。旅費等について。

情報セキュリティについて

■■
▲

突発的な事故輔が起きた場合について

直ちに各クラスの担当教官及び鯛査係に連絡してく
ださい。

交通違反や事故を起こしてしまった。

直ちに各クラスの担当教官及び鯛査係に連絡してく
ださい。

トラブルに巻き込まれた。

I

-31-

’

1

’



』

ﾘｻｲｸﾙ適性。
この印刷物は､印刷用の紙へ
リサイクルできます。
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導入修習後の状況等に関するアンケート

第72期司法修習の導入修習は，昨年12月3日から同月21日の日程で実施され，そ

の最終日にはアンケートの提出にご協力をいただきました。

司法研修所としては，分野別実務修習を終えたこの時期に，導入修習を経験した皆さん

から．改めて分野別実務修習の実情等をうかがって今後の参考にするため，今一度アンケ

ートを実施することとしました。ご協力をお願いします（引き続き回答は無記名方式です

ので，忌揮のないご意見をお寄せください｡)。

なお，パソコンでの作成を希望する場合は，回答用紙の書式を裁判所ウェブサイトに褐

A4サイズの用紙に印刷した上で，載していますので，書式をダウンロードして入力し，

左上をステ言プル止ぬして提出してください｡

※以下の各設問について,別途配布する回答用紙1-J-3の回答欄に配入する方法に

より回答してください

【回答用紙1－1】に，あなたの属性等について該当する数字を選んで記入初めに， 【回署

してください（ 閣 台,-6

撰んでください｡)。ている場合は，法科大学院修了

1 以下の(1)ないし(4)の各設問について， 【回答用紙1－1】及び【回答用紙1－2】に

記入して回答してください。

（1） 【回答用紙1－1】の知識･能力欄記載の各項目について，導入修習を通じて自己の

知識･能力の不足を感じたものはありますか｡あてはまる項目にチェックを入れてくだ

さい。

，知識・能力を補うために，(1)で不足していると感じたものがあると回答した場合(2)

分野別実務修習中に自学自修に取り組みましたか。取り組んだ項目にチェックを入れ

てください。

(2)で自学自修に取り組んだと回答した場合(3)

アア自学自修に取り組む際に何を利用しましたか｡各項目について．利用した選択肢に

チェックを入れてください（複数選択可)。

(A)法律基本害

(B)法科大学院の復習

(C)司法研修所の教材等

(D)導入修習の復習

(E)その他(=具体的内容を【回答用紙1－2】に記入する｡）

イ 自学自修に取り組む際に苦労したことはありますか。各項目について，あてはまる
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選択肢にチェックを入れてください（複数選択可)。

(A)自学自修に適した教材や文献が分からなかった

(B)自学自修をすべき事項の優先順位が分からなかった

(C)自学自修のやり方が分からなかった

(D)その他(=9具体的内容を【回答用紙1－2】に記入する｡）

ウ自学自修に取り組む際に工夫したことはありますか｡各項目について，あてはまる

選択肢にチェックを入れてください（複数選択可)。

(A)自学自修の方法について，教官や配属庁会の指導担当者に相談した

(B)自学自修の方法について，法科大学院の教員や指導担当者以外の先輩法曹に

相談した

(C)自学自修の方法について，他の司法修習生に相談した

(D)他の司法修習生とグループで自学自修に取り組んだ

(E)その他(=具体的内容を【回答用紙1－2】に記入する｡）

その理由は何ですか。各項目に(2)で自学自修に取り組まなかったと回答した場合(4)

ついて，あてはまる選択肢にチェックを入れてください（複数選択可)。『その他」を選

んだ方は，具体的内容を【回答用紙1－2】に記入してください。

(A)導入修習や分野別実務修習における学修を通じて不足を補うことができたと

感じた

⑱）自学自修に適した教材や文献が分からなかった

⑩）自学自修を行う時間的余裕がなかった

(D)自学自修のやり方が分からなかった

旧その他（＝具体的内容を【回答用紙1－2】に記入する｡）

2(1)自らに不足している実務基礎知識･能力に気付いてもらい，かつ，分野別実務修習が

円滑に行えるようにするという導入修習の目的に照らして，分野別実務修習を経た現

時点において，導入修習の各カリキュラムがどの程度役に立ったかについて． 【回答用

紙2－1】に記入して回答してください。

（2）次に， (1)の回答に即して，役に立った点，あるいは役に立たなかったと考える点に

ついて，その具体的な理由等を【回答用紙2－2】に記入して回答してください。

3分野別実務修習を経た現時点において，導入修習の各カリキュラムで取り扱った内容

のほかに,分野別実務修習を円滑に行うため,導入修習段階で学んでおきたかったことは

あるか，あるとすればそれはどのような内容かについて， 【回答用紙3】に記入して回答

してください。



第72期導入修習日程予定表

月／日 瞳 A班 B班

12月3日 月 開始式

1眼目(165分〉

(70:35～11：55， 12:46～14:10）

民事第1審手統の概脱(購譲）
(民裁･民弁）

2限目〈165分）

(14125～17:10）

民弁問題研究1(率案分析）
開始式

1隈目(110分）
(10:35～12:25）

刑裁識麓(事前諜題解脱
等）

2限目(110分）
(13:1s～15:OS）

検察導入識譲

3限目(110分）
(15:20～17:10）

刑弁演習1(捜査弁鰻）

12月4日

B班昼食会

①
火

(gg50～

10:05）

事務連絡
敏官

1限自〈710分）
<10:05～11855）

刑城讃駿(事前蝶題艇説
等）

2限目〈110分）

(12:56～14:45）

検察導入講譲

3限目(”0分〉
(15:00～16:50）

刑弁演習1(捜査弁護）

<g:so～

10;06）

事務連絡
敬宵

1眼目く166分）
(10;05～1.1；55． 12:56～13:60）

民事蕊1審手続の概説(識蕊）
(民餓･民弁）

2限目(165分）

(14:05～16:50〉

民弁問題研究1(事案分析）

12月5日 水

1眼目(180分）
(g:50～12:50）

民裁即日起案

2眼目(180分） ．
(14:00～17:00）

検察即日起案

1眼目〈180分）
(9:50～12:50）

民溌即日起案

2眼目(180分）
(14300～17:00〉

検察即日起案

12月6日 木

1眼目（180分）

(9:50～12:50）

民弁問題研究2(即日起案）

2限目(180分）

(14:00～17:00）

刑戴即日起案

1限目(180分）
(9:50～12:50）

民弁問題研究2(即日起案）

Z限目(18o分）
(14:00～17:00）

刑毅即日起案

12月7日 金

1限目(170分）
(9:50～11：50． 12850～13;40） ．

民弁謂義1(立鉦）｡

2噸目(170分）
(14:00～16:50）

民弁鱗義2(民事保全･民事執行①）

(9:50～12:20． 13:20～16:50）

捜査演習
(検察）

12月10日

A班昼食会

①
月

1眼目(85分）
(9:60～11:15）

民事総合1

(民裁･民弁）

2限目(85分）
(11:30～12:10, 13:10～13:55）

刑率問題研究(勾留）

(刑叡･検察･刑弁）

3眼目(180分）
(14:10～17;10）

刑弁即日起案

1眼目(85分）

<g:50～11：15）

刑事問題研究(勾留）

(刑裁′検察･刑弁）

2眼目〈85分）

(11:30～12:10, 13:10～13:55）

民事総合1
(民裁･民弁）

3限目(180分）
<14:10～17:10）

刑弁即日起案

12月11日

火

(g:50～12:20， 13;20～16:50）

捜査演習
(検察）

1眼目（17o分）

(9;50～洞：50． 12;50～13;40）

民弁鱗蕊1(立紐）

2眼目（170分）

(14:00～16:so） 。

民事総合2
(民裁･民弁）

12月12日

A班昼食会

②
水

1眼目(170分）
(g:50～11：50． 12:50～13:40）

民事繼合2
(民戴,民弁）

2眼目(170分）
<14:00～16:50）

民弁演習(和解条項）

(9;so～11 ：50． 12:50～16:50）

刑事共通演習基礎(公判前藍理手統）
(刑蕊･検察｡刑弁）

12月13日 木

(9950～11950．12:50－18$50）

民裁即日起案解脱

(g:50～12:20． 19:20～16;50）

刑裁即日起案･事前諜題の解脱

12月14日

B班昼食会

②

金

1限目(170分）

(9:50～11：50‘ 12;60～13:40）

民事事実罷定の手法と留意点
(民裁）

2限目(170分〉
(14800～16:50）

民弁問題研究3(主張蕊面）

(9:50～11：50． 12r50～16250）

刑弁演習2(即日起案解脱･否腿事件）

12月17日 月

(9150～11：50． 12850～16150） ．

刑弁演習2(即日起案解脱･否鰹事件）

<9:so～12:20． 13:20～16:50） 。

民裁即日起案解脱

12月18日 火

(g:50～12:20， 13:20～16:50）

刑湿即日起案･事前腺題の鰹餅

1限目(17o分）
(9:so～11 ：50． 12;50～13:40）

民弁鰯穣2(民事保全･民事執行①）

2限自〈170分）
(14:00～16:50）

民弁演習(和解条項）

12月19日 水

（9:so～12:20． 13820～16:so）

刑事共通演習基礎(公判前整理手統）
(刑裁･検察･刑弁）

1限目〈170分）
(9:50～11：50， 12:50～13:40）

民事事実認定の手法と留意点
(民裁）

2眼目(1フ0分）
(14?00～16:50）

民弁問題研究3(主張書面）

12月20日 木

1眼目(170分）
(9;50～12;00． 13:00～13:40）

簸判修習に向けて
(民裁･刑裁）

2限目(170分）
(14:00～16:50）

検察即日起案調解十検察官の心栂え等

1眼目(170分）

(9:50～11 ；40， 12:40～13:40）

検察即日起案調岬十検察官の心樹え等

2限目(170分）
(14:00～16:50）

鉱判鯵習に向けて
(民裁･刑裁）

12月21日 金

1限目(50分）
(9;50～10:40）

民弁撫就Z(氏串保全･民
事戟行②〉

2限目(80分）
(10:50～12:10）

民弁識譲3
(弁瞳士倫理･聡責等）

3眼目(140分）
(13:10～15:30）

刑弁演習3(遥刑寧件）

4眼目く70分）
(15:”～17:”）

留愈願唄

願鞠局畏

1眼目(140分）
(grgO～12910）

刑弁演習3(蛍刑事件）

2限目(7o分）

<13210～14220）

留題悪項

軍務局偶

g隈目(50分）
(14:40～1急”）

民弁頂紘2<民事保全･民
事軌行②》

4眼目(80分）

(15:40～17:00〉

民弁溌轆3
(弁顔士倫理･職貿等）
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知職･能力

(1)

導入修習を
通じて知
職･能力の

不足を感じ
たか

<2）

1)でチェッ
クした項目

目つき_不
足する知
倣･能力を
開うため，
分野別実務
彦習中に自
学自修に取
り組んだか

(3)
ア

(2)で自掌自修に取り組んだ埋合
何を利用したか(複数選択可）
ｊ
ｊ
７
ｊ
ｌ

Ａ
Ｂ
ｃ
Ｄ
Ｅ

く
く
く
く
く

怯律基本害
法科大学院の復習
司法研修所の軟材等
導入修習の復習
その他
(→具体的な内容は
【回答用紙1-2】に腿入する｡）

A B C ， E

(3)
イ

(2)で白準畠燭二取り組ん鍾埠
金曙伺に苦労をしたか(複数選択
可）
(A)適した教材や文献が分から
なかった
(B)自学自修すべき事項の優先
凧位が分からなかった
(C)やり方が分からなかった
(D)その他
(→具体的な内容は
【囲答用紙1-2】に配入する｡）

A B C ，

(3)
ウ

“で自学自総に取り組んだ蝿合．
どのようなエ夫をしたか(複数選択
可）
(A)赦官や麗夙庁会の指導担
当者に相餓
(B)法科大学院の數負や先筆法
函に相麟
(C)他の司法修習生に相観
(D)他の同法修冒生とグループで
取り組んだ
(E)その他(→具体的な内容は
【圏筈用紙1-2】に配入する｡〉
A B C ， E

(4)

ざ差繍淵譜2幽宣←
(A)導入修習･分野別実務修習におけ
る学修を通じて不足を補えたと感じた
(B)適した教材や文献が分からな
かつた

(C)自学自修を行う時囲的余裕がな
かった

(D)やり方が分からなかった
(E)その他
(→具体的な内容は
【園答用紙1-2】に配入する.）
A B C ， E

民
事
系

事実関係に応じてその法{
的処理にふさわしい法規’
範を週択･適用できる
民事実体法の知職

(ｱ〉

一●ー一ー－一－－－℃－

能訟遂行の各段階におい’
て問題状況に応じて適切I
に漫択･適用できる
民事脈訟手続の知繊
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□
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□
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□

□
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－＝ ” ■■伊

□

口
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□
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ロ

ロ
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□
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□

□

ー一一

ロ

□

G●

□

ー～6 ＝ー

ロ

一●申 ･一-－－

□

ロ

一口一｡ー、

□

一・一

□

刑
事
系

事実関係に応じてその法
的処理にふさわしい法規
範を週択･適用できる
刑事実体法の知鐡

捜査･公判の各段階にお
いて,問題状況に応じ適切
Iこ遺択･適用できる
刑事鱒舩手続の知撤

’

’
1
1

(ｴ）

(ｵ）

ロ

｡e●一も 一 一・

□

ロ

一一｡ ○ｳｰﾘ ■｡

□

□

ー｡●－■

ロ

□

一一

ロ

□
｡

■◆ ■

ロ

□

｡ー－ －4■

□

●~ー

ロ

ロ

口

ー・ー●ロ

ロ

□

□

ロ
ロ

□

一勺 －．，●

口

ロ

ロ

ロ
ロ
ロ
ロ

ー

ロ

ロ

ロ

●･ 色P一旬

ロ

□

、■■ー■戸 ◆､ ■■■●

ロ

□

ー ー缶“

口

ロ

や ● －今一

□

□

ー－－ゆ－■■

□

□

*令 ･ ゆ● ●－

□

共
通

主張分祈･法的構成に関
する基礎的知猟･理解

事実哩定に閥する

基礎的知蝋･理解

仇）

一一① e幸一 晶ｮ 今 一ｮ

I

(ｷ）

□

ウニ

□

□

□

ロ

ロ

ロ

□

□

ー－ 1■

□

□

□

□

一一一●も一色 L●一●ｰ
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凸● 今C q

□

ロ
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□

□

~ 笠

□

ロ

寺

□

ロ

□

□

埠寺●

ロ

ロ

□

□

一＝●●一－－

ロ

□
□

□

口

□

ロ

□

□

□

○ 一－一●

□

<ﾖ>アーウは.(2)でチェックを入れた項目
についてのみ回答する。

(4)は, (2)でチェックを入れなかった
項目についてのみ回答する。



【回答用紙1-2】

問1の回答用
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問2(1)の回答用【回答用紙2-1】

※自らに不足している実務基礎知識･能力に気付いてもらい,かつ,分野別実務修習が円滑に行えるようにする
という導入修習の目的に照らしてｼ導入修習の各カリキュラムはどの程度役立ったかについて,選択肢のいずれ
かを選んでチェックを入れてください。
※各カリキュラム いこ たﾞ －

カリキュラム 役立つ
と思う

少しは役立つ
と思う

あまり役立たない
と思う

役立たない
と思う

民事第1審手続の概説(講譲） （ア）
。
“
０

ロ □ □ □
１
８

口

民事総合1 １
１
１

(イ） □ □ 口 □

民事総合2

０
口
Ｕ
ａ
Ｏ
日
刊
■
？

凸
■
巾
邑
■
■
■
■

(ウ） □ □ □ □

民裁即日起案解説

１
１
０
０
寺
◆

．
ｒ

(工）
’

’ □ □ □ □

民事事実認定の手法と留意点

６
９
▲
０
口
■
９
０
０
卓
３
(オ） □ □ □ □

民弁問題研究1(事案分析） （力） □ □ ロ □

民弁問題研究3(主張書面） （キ） □ □ □ □

民弁講義1(立証） （ク） 巾
｜
I

□ □ □ □

民弁演習(和解条項） (ケ） □ □ □ □

民弁講義2(民事保全･民事執行）
凸
■
●

◆
一
▼
Ｕ
●

(.） □ □ □ □

●

民弁講義3(弁護士倫理・職責等）

I
Ｃ
ａ
■
■
▲
■
Ｏ
Ｕ
Ｏ
ｄ
■
Ｂ
▼

(サ） □ □ □ □

刑事問題研究(勾留）

●
己
■
■
■
》
・
●
。
■
由
あ
■
■
■
■
■
■
■

(シ）
’
’
’

□ □ □ □

刑事共通演習基礎

(公判前整理手続）
(ス） ロ □ □ □

刑裁講義(事前課題解説等）
Ｉ

Ｉ
■
■
▲
■
■
Ｑ
●

(セ） ’ □ □ □ □

刑裁即日起案･事前課題の解説 (ｿ）

1

1

’
1

□ □ □ □

検察導入講義

8

1 （ﾀ） □ □ □ □

’

捜査演習 ！ （チ） □ □ □ ロ

検察即日起案講評十
検察官の心構え等

●
凸
■
■
■
■

(ツ） □ □ ロ □

刑弁演習1(捜査弁護） 仔）

｜

’
｜

’
ロ ロ □ □

刑弁演習2
(即日起案解説･否認事件）

●
里
Ｐ
Ｕ

ｉ
９ (卜） ロ □ ロ ロ

｜刑弁演習3
(量刑事件）

(ナ） ロ □ □ □

裁判修習に向けて
●
● (二） □ □ □ □



問2(2)の回答用【回答用紙2-2】

※ 幻誘ツノ唾坐

『囿答用細
ご〃q■■ロ哩

置入二

虻章の

※必ずしも(ア)から(二)までの全てについて記入する必要はなく,適宜選別して記入することで構いません。

（記入例： 『(ア)のカリキュラムは， ・・…･という点で(少しは)役立った｡((あまり)役立たな
かった｡)｣）



問Sの回答用【回答用紙3】

※以下, 「ある｣と答えオー 理二 二い

導入修習の各カリキュラムで取り扱った内容の
ほかに,分野別実務修習を円滑に行うため,導入
修習段階で学んでおきたかったことはあるか。

ある
□

ない
□



令和元年10月3日

第72期司法修習生各位

司法研修所事務局長

志望鯛査について

司法修習終了後の志望職種を下欄に記入の上，本日午後1時QQ公までに，西館

1階ロピ生に設置したクラス別の箱に提出してください（提出期限厳守） 。

組 番 氏名
’一

嬢習終了後の志望（該当する□にⅣ」をし， （ ）内に所定の事項を記載する。 ）

口裁判官

ロ検察官

ロ箪務所決定一登録予定地（

事務所名（

ロ事務所未定一登録希望地（

口民間企業勤務一勤務先（

ロ官公庁勤務一勤務先（

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ロ弁溌士

その他の職業※（

（弁鍾士として民間企業，官公庁に勤務する溺合を除く。）

識
未定

□

□

※「その他の職業」に「し」を付す場合は， （ ）内に職業及び勤務先を記載する。
例：○○大学大学院に助教として勤務

例：○○株式会社（○○省庁）に○○（役職名） として勤務



現住所届 （第7 2期B班）

※以下の項目も，全て必ず記入すること。

(固定）

(携帯）

ふりがな
氏名

■■■■■
I■■■■■

続柄 電話番号
■■■■■

ー

緊急連絡先
ー

T

住所

口上記現住所と同じ(該当する場合は，□にチェックすれば足りる。 ）

黒のペン又はボールペンで記入すること。

この現住所届は，当研修所教官又は事務局が，司法修習生に対して連絡を取る必彊があるときに利用する。
※
※
※ ときは,－弓看 企画第二課鑪査騨 坦墨_こ_と聖と

組 番号 実務
修習地

ふりがな
氏名

現住所

(1o月3日現在）

通所生はここに記入

一

T

寮生はロにチェックをし
た上で，部屋番号を記入

ロいずみ寮(A棟'B")
□ひかり寮

号室

携帯電話番号 ■■■■■ ー 固定電話番号
(寮生は記入不要）

一 一

メ画ルアドレス ＠



の

令和元年10月3日

第72期司法修習生各位

司法研修所事務局企画第二課

成績通知の申出等について（通知）

司法修習生の修習及び考試に関する成績通知の申出等について，下記のとおりお

知らせします。

記

1通知の対象となる成績

（1）分野別実務修習，選択型実務修習及び集合修習の成績

（2） 考試の成績

2通知対象者

考試の全科目を受験した者で， 1に定める成績の通知を希望する者。ただし，

修習の終了の有無は問わない。

s成績通知の申出先

（1）修習中

司法研修所事務局企画第二課企画係

（2）修習終了後

司法研修所事務局総務課庶務係

と朱書きする。なお，郵送の場合は，封筒の表に

4提出書類等

（1）成績通知申出書（別紙様式に

（2） 本人確認書類

ア修習中

(別紙様式に

｢成績通知希望I

より作成したもの） 2部（うち1部は写しで可）



0

司法研修所長発行の身分証明書の写し（持参の場合は提示でも可）又はイ

の(ｱ)～㈱のいずれかの写し

イ修習終了後

次のいずれかの写し の記載カミある＊､の浄除

(ｱ）運転免許証

(ｲ）健康保険被保険者証

(ｳ）外国人登録証明書

(ｴ） 住民基本台帳カード

鮒その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類

鋤司法修習の終了証書

㈱裁判官，検察官及び弁護士は，所属庁又は日本弁護士連合会発行の身分

証明書

なお, (ｱ)～㈱については， 書記載の比名泣び仲勵又 の比采

及び住所又は居所が記載されているものとする。 司法修習終了後に改姓また，

等した者は，その事実を疎明する公文書（戸籍謄本等）の写し も提出する。

(3) 返信用封筒（長形3号：長さ23． 5m，幅12℃m)

普通郵便料金相当分の切手を貼付 し，希望する送付先の郵便番号及びあて先

を明記したもの（封筒のあて先が申請人以外の場合は，封筒表面左下余白に申

請人○0分と （ ）で記載する。 ）

成績通知の方法 、

司法修習終了日後，4の(S)の封筒で郵送する。

第72期司法修習終了直後の申出書の取扱いについて

短期間に大量の申出書の提出が予想されるため，成績通知書の作成には相当の

5

6

時間を要する．重さ量限り，令和元年12月11日までに提出されたい（必着）

なお,同月12日以降の到着分については，令和2年3月以降の郵送となる場合

がある。



、

(別紙様式）

令和 年 月 日

成績通知申出
室
冒

最高裁判所御中

司法修習期第72期 組 番

（フリガナ）

氏 名

（旧姓

生年月日 年

住所（居所）

）

月 日

〒

電話番号

次の成績の通知を受けたいので， 申し出ます。

口修習

口考試（令和 年 月受験）

〆

（希望する□にチェックを付してください｡ ）

※申出に当たっての注意事項

1 通知対象者

考試の全科目を受験した者（ただし，修習終了の有無を問わない。 ）

2提出先

現在修習中の者は，司法研修所事務局企画第二課企画係（〒351-0194埼玉県和光市南二丁

目3番8号）に，それ以外の者は，司法研修所事務局総務課庶務係（同所）に郵送又は持参す

る。郵送の場合は，封筒の表に「成績通知希望」と朱書きする。

3提出書類等

ア成績通知申出書2部（うち1部は写しで可）

イ本人確認書類（申出書記載の氏名及び住所(居所） と同一の氏名及び住所（居所)が記載

されている運転免許証，健康保険被保険者証等の写し等のほか，司法修習の終了証書の写し

も可。裁判官，検察官及び弁護士は，所属庁又は日本弁護士連合会発行の身分証明書の写し

も可。司法修習生は，司法研修所長発行の身分証明書の写しも可（持参の場合は提示でも
可） 。 ）

ウ修習終了後に改姓等した者は，その事実が明らかとなる公文書（戸籍謄本等）の写し

エ返信用封筒（長さ23. 5cm以内，幅12cm以内の定形サイズで，普通郵便料金相当分の

切手を貼付し，希望する送付先の郵便番号及び宛先を明記したもの。 ）



平成30年度（第72期）司法修習生クラス名簿

1組

艫
鑪
蝿
塞
》

聡
一
和
二
信
綱

正
健

(民裁）

(刑裁）

(検察）

(民弁）

(刑弁）

教官

’ ’番号｜ 氏名 配属地|班 番号 氏名 』配属地|班番号 氏名 配属地，班
1

|

I

I

これば令和元年10月3日付けの名簿である。



平成3-0年度（第72期）司法修習生クラス名簿

2組

田
辺
田
井
持

有
渡
武
中
倉

浩規

美紀子
和寿
、エ

得

政勝

(民裁）

(刑裁）

(検察）

(民弁）

(刑弁）

教官

’ ｜
I

番号 氏名 配属地班
_. ?

番号 氏名 配属地班番号｜ 氏名 配属地|班

1

1

I

Ｉ
ｌ
１
ｌ

これは令和元年10月3日付けの名簿である。

--.----マーーーーサ
｣

1

1



平成30年度（第72期）司法修習生クラス名簿

3組

謝
砺
鉢
嬢
癖

子
一
意
寛
一
憲
吾

直
一
大

(民裁）

(刑裁）

(検察）

(民弁）

(刑弁）

教官

番号 氏名配属地班|番号｜ 氏名配属地班’番号W 氏名 配属地班
I
L

｜
’

I

’

1

J

口
これは令和元年10月3日付けの名簿である。



平成30年度（第72期）司法修習生クラス名簿

4組

徳増

品川．

山吉

洞澤

清水

誠一

しのぶ

彩子

美佳

保晴

(民裁）

(刑裁）

(検察）

(民弁）

(刑弁）

教官

｜

配属地i班
I

番号｜ 氏名 ，配属地班 番号 氏名 番号 氏名 配属地班
I’

これは令和元年10月3日付けの名簿である。

9



平成30年度（第72期）司法修習生クラス名簿

5組
「－－ 行廣

細谷

占部

神原

北川

浩太郎

泰暢

祥

千郷

朝恵

(民裁）

(刑裁）

(検察）

(民弁）

(刑弁）

教官

Ⅱ

l

番号｜ 氏名 配属地班
1’番号｜ 氏 名 配属地l班 番号 氏名 ，配属地,班

口’
これは令和元年10月3日付けの名簿である。



平成30年度（第72期）司法修習生クラス名簿

6組

”
洲
奇
庫
癖

恭子

芳徳

新一郎

奈緒

孝之

(民裁）

(刑裁）

(検察）

(民弁）

(刑弁）

教官

番号 氏名 配属地班|番号 氏’ 名 配属地班
一一一一画一一一一一一一一＝一一

番号 氏名 配属地|班

1
これは令和元年10月3日付けの名簿である。



平成30年度（第72期）司法修習生クラス名簿

7組

一真

真由子

順平

知子

ゞ大仁

岩井

薄井

山下

佐野

中野

(民裁）

(刑裁）

(検察）

(民弁）

(刑弁）

教官

番号氏名 配属地班|番号， 氏鵜 配属地班|番号1 氏名 配属地班

’
これは令和元年10月3日付けの名簿である。



平成30年度（第72期）司法修習生クラス名簿

8組

紀
一
輔
鈴
学

由
光
大
美

中武

中村

中山

柴田

南川

（民裁）

（刑裁）

（検察）

（民弁）

（刑弁）

教官

’’
I

配属地'班
’
番号 氏 名 ’配属地班 番号 氏名 配属地班番号’ 氏名

｜

「 ■ ；
これは令和元年10月3日付けの名簿である。



平成30年度（第72期）司法修習生クラス名簿

9組
■

山
田
木
田
谷

片
内
鈴
町
金

仁
曉
仁
一
成

博
輝
健
一
達

(民裁）

(刑裁）

(検察）

(民弁）

(刑弁）

教官

’ 番号 氏名 配属地班番号 氏名 配属地‘班番号｜ 氏名 配属地班

)

I

f

これは令和元年10月3日付けの名簿である。



平成30年度（第72期）司法修習生クラス名簿

10組
－

世森亮次

佐藤弘規

石渡聖名雄

中村知己

小林正憲

(民裁）

(刑裁）

(検察）

(民弁）

(刑弁）

教官

’－番号 氏 名 配属地班 ’ 番号 氏名 配属地‘班番号 氏名 配属地班

これは令和元年10月3日付けの名簿である。

」



平成30年度（第72期）司法修習生クラス名簿

11組
基
一
崇
》
朗
一
修
登

嘉
一
俊
尚

(民裁）

(刑裁）

(検察）

(民弁）

(刑弁）

小川

増尾

瀧聞

岩波

花澤

教官

’’ 番号 氏名 配属地班番号 氏名 ｜配属地班番号 氏名 配属地班
I

1

’
これは令和元年10月3日付けの名簿である。



第72期司法修習生の教官組別表

(令和元年10月3日現在）

班 組 実務修習地 民事裁判 刑事裁判 検察 民事弁護 刑事弁護 教室

B班

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

札幌･函館･旭川･釧路･青森

仙台･山形･盛岡･秋田

福島･水戸･宇都宮･新潟

前橋･静岡･甲府･長野

名古屋･津･岐阜

名古屋･福井･金沢･富山

広島･山口･鳥取･松江

岡山･高知･松山

高松･徳島･熊本･鹿児島

福岡･佐賀･長崎･大分

福岡･宮崎･那覇

加藤聡

有田浩規

園部直子

徳増誠
一

行廣浩太郎

平城恭子

岩井
一真

中武由紀

片山博仁

世森亮次

小川嘉基

鎌倉正和

渡辺美紀子

蛯原意

品川しのぶ

細谷泰暢

丹羽芳徳

薄井真由子

中村光
一

内田曉

佐藤弘規

増尾崇

堀越健
一
一

武田和寿

犬木寛

山吉彩子

占部祥

岩下新一郎

山下順平

中山大輔

鈴木輝仁

石渡聖名雄

瀧聞俊朗

安達信

中井 淳

鍵尾憲

洞澤美佳

神原千郷

上石奈緒

佐野知子

柴田美鈴

町田健一

中村知己

岩波修

久保内浩嗣

倉持政勝

藤原大吾

清水保晴

北川朝恵

妹尾孝之

中野大仁

南川学

金谷達成

小林正憲

北澤尚登

18

17

14

13

12

11

1

8

7

6

5

A班

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

東京

東京

東京･立川

東京･横浜

横浜

さいたま

千葉

大阪

大阪･和歌山

京都･大津

神戸･奈良

鈴木謙也

岩井
一真

平城恭子

行廣浩太郎

園部直子

片山博仁

中武由紀

世森亮次

加藤聡

小川嘉基

有田浩規

品川しのぶ

渡辺美紀子

鎌倉正和

丹羽芳徳

内田曉

中村光
一

蛯原意

遠藤邦彦

薄井真由子

増尾崇

細谷泰暢

渡邊ゆり

武田和寿

瀧聞俊朗

古賀由紀子

鈴木輝仁

犬木寛

堀越健二

山下順平

川島喜弘

小野寺明

中山大輔

深澤勲

鍵尾憲

上石奈緒

山口卓男

榎本英紀

中村知己

青戸理成

柴田美鈴

横田高人

北村聡子

町田健一

清水保晴

北川朝恵

北澤尚登

小林正憲

村中貴之

藤原大吾

五島丈裕

金谷達成

上條弘次

古田茂

屋宮昇太

所付 高櫻慎平 山口 崇

由岐洋輔

尾渡雄一朗

加藤貴子

石田愛

工藤杏平

正木順子



最高裁人任第1670号

令和元年10月3日

平成30年度（第72期)司法修習生殿

（実務修習地東京，立川，横浜， さいたま，千葉，大阪，京都，神戸ぅ奈良，

大津及び和歌山を除く。 ）

最高裁判所事務総局人事局長堀田眞哉

裁判官の採用について（通知）

修習終了後裁判官に採用される:ことを希望する場合には，下記に掲げる書類を1

0月15日（火）までに,司法研修所長に提出してください（期限厳守） 。

なお，採用願の用紙等は，司法研修所事務局企画第二課にありますので，同課に

申し出てください。

おってj下記5の戸籍謄本（又は戸籍抄本）の提出が期限に間に合わない場合は，

同書類のみ, 10月18日 （金）までに追加提出して差し支えありません。

記

1 判事補採用願 1部

2履歴書 1部

S希望任地調査票 1部

4新任判事補志望者カード 1部

5戸籍謄本（又は戸籍抄本) 1部

6写真 2枚



法務省人検第72号

令和元年10月3日

司法修習生(B班） 殿

法務省大臣官房人事課長濱 克彦

（公印省略）

検事への採用手続について

あなたは，本年12月に司法修習生としての修習を終了される予定ですが，修習

終了後検事への採用を希望する場合は，下記の書類を同年10月15日 （火）まで

に検察教官宛て提出してください。

なお，提出書類の用紙（下記の1～3）は，司法研修所事務局企画第二課にあり

ますので，同課に申し出てください。

記

提出書類

1 検事採用願 1通

2面接票(Nb.1) 1通

3面接票(NQ2) 1通

4法科大学院成績証明書（修了者のみ） 1通

5写真 3枚



■

令和元年10月3日

平成SO年度（第72期）司法修習生殿

（実務修習地東京，立川，横浜， さいたま，千葉，大阪，京都，神戸，奈

良，大津及び和歌山以外）

司法修習生考試委員会庶務担当 ，

最高裁判所事務総局人事局任用課試験係

平成30年度（第72期）司法修習生考試における受験票配

布及び特例措置について（事務連絡）

標記の司法修習生考試（以下「考試」 という。 ）の実施に当たり，下記のとおり

連絡します。ついては，必要な書類等を提出又は届出してください。

記

1 受験票の配布について

考試の受験票は， 11月8日 （金）に配布する予定である。

2特例措置申請書（該当者のみ提出）

考試期間中；特別の事情により， 1階試験室での受験又はエレベーターの使

用，考試時間の延長，答案起案のためのパソコンの使用，使用が認められた筆記

用具等以外の私物の使用並びに着席時刻から退出の指示があるまでの間における

トイレ及び下記S以外の理由（例：搾乳等）による退出等の特例措置を希望する

者は，別紙の司法修習生考試特例措置申請書を提出する。

申請期限: 10月11日 （金）午後5時まで（期限を徒過した場合は，特例措

置を認めないことがある。 ）

提出先：司法研修所事務局企画第二課調査係

3 喫煙の届出（該当者のみ届出）

－1－



9

着席時刻から退出の指示があるまでの間の喫煙は，次の申請先に備付けの喫煙

希望の届出書に氏名等を記載して届け出た者に限り，指定された場所（応試心得

を参照）において喫煙を許可する。

届出期限: 10月11日 （金）午後5時まで（期限を徒過した場合は，着席時

刻から退出の指示があるまでの間の喫煙を認めない。 ）

申請先：司法研修所西館1階ロビー

－2－



「

(別紙）

令禾晩年 月 日

司法修習生考試委員会御中

平成30年度（第72期）司法修習生

（ 組 番，実務修習地 － ④）氏名

司法修習生考試特例措置申請書

標記の考試に際し，下記1の事情がありますので，下記2の措置を希望しますも

記

1特例措置を希望する事情（当該事情を疎明する資料制：診断書(考試前4か月以内に作成さ

れたもの）等）を添付し，修習中に受けている糊ﾘの措置があれば記載する。 ）

2希望する措置齢望する措置の□にし点を付し，必要に応じて括弧内に記入する。 ）

□ 1階試験室での受験又はエレベーターの使用

口考試時間の延長

ロパソコンによる答案起案

口使用が認められた筆記用具等以外の私物0芯試心得を参卿の使用

（使用する物： ）

ロ トイレ及び喫煙（別途届出必要）以外の理由例：搾乳等）による退出

（理由： ）

口試験室に関する希望する措置（例：出入口付近の座席に酉蹄等）

（具体的な内容： ）

□その他儒望する措置の具体的内容等を記載する。 ）

－3－



(令和元． 10． 3司研企二印）

週 間 日 程 表

(注） クラス連絡委員は，当日の配布資料及び事務連絡の有無を確認するため，毎朝（原則9時
20分）必ず中講堂に集まること｡

と
う胃72期日

■

１

＄ 趾

1限目 2限目 3限目

10/3

(木）

醸蓉蕊
ロー■■＝ー＝■■■■一一ー一＝ー■

大

講
堂

民裁講義
‘■■■■q■■I■■■■I■■I■■I■■■■■■‘■■I■■ﾛ■■－1■■I■■－ーーーー一一一一一1■■－－1■■I■■I■■I■■＝■■－1■■1■■1■■I■■I■■I■■I■■I■■I■■I■■－－－ーー‐ー1■■一一一一－－1■■■■ーーーーー-1■■1■■I■■＝

痔参資料

《民裁講義･講評・討論の際の必携資料》

･新問題研究要件事実

･事実摘示記載例集

（ 「10訂民事判決起案の手引」別冊）

･事例で考える民事事実認定

民事裁判起案の留意点（平成30年12月版） （導入修習で配
布したもの）

刑弁問題研究
■ｰ1■■ーｰｰI■■－1■■I■■I■■I■■＝＝＝■ﾛ■ー＝＝■■一一一二二＝ ■■■ I■■I■■I■■ I■■■ I■■I■■I■■二＝＝二】■■■■■ 1■■I■■I■■I■■I■■－1■■■ j I■■■=二 ｡-■■

持参資料

･刑事弁護の手引き

･刑事弁護講義ノート （平成29年版）

･刑事事実認定ガイド

10/4

(金）

民弁問題研究1
■ー－－－－－ー■■■■■■‐ーー■■ーー‐ｰ‐ｰ■■‐■■ーｰｰｰーーー一一－－－ｰーｰー－－-一一一'

動

8訂民事弁護の手引

7訂民事弁護における立証活

･最終準備書面記載例（導入修
習で配布

・導入修習民事弁護問題研究I
で配布したレジュメ

■‐■■‐ーl■■一一一ー‐■■■■■■■■■■■■ー■■

※六法全書

民弁問題研究2
ー■■＝■I■ー－－■■■■■■■■ー■■ー一一一■■■■一一■■‐■■ーｰー＝－－－－■■一一‐ｰー~~ｰ~－－－ｰ－－ｰ一一ー■■ーーーー■■■■■■■■■■－－－■■ｰ－1■■■■■■■■ー‐ｰー-ーｰ■■ーーーー■■ー■■ー■

(判例注釈付きを除く。 ）使用可

※起案時の合議不可



(令和元． 10． 3司研企二印）

週 間 日 程 表

(注)時二言壽議事皇篝堂壹皇室雪重野及び事務連絡の有無を確認するため，毎朝(原則9
、

と
画
夕胃フ2I ヨ月日

■
８
■
■
■
向
。 圧

1限目 2限目 3限目

10/7

(月）

民裁起案1 （即日）
一ニニ 三 二 三一二二二 二二二 ＝二 = ,一一一一ー1■■1■■I■■ー1■■4■■1■■I■■I■■■■ーｰ－－1■■l■■1■■1■■q■■q■■I■■I■■ｲ■■ー1■■d■■d■■1■■I■■4■■ー■■Dｰ－－‐l■■I■■I■■

※六法全書（判例注釈付きを除く。 ）使用可

※合議不可

10/8

(火）

検察起案1 （即日）
●－－■■■■■■ー■■■■ｰー■■‐ｰ－－‐－－ーーーー■■ー■■ー一一ー－－－－■■一一ｰー■■－－ーーーー■■ー■■■■■■■■■■■■ー■■ー一一一‐■■■■一一■■ー■■■■■■ー■■

※六法全書（判例注釈付きを除く。 ）使用可

※平成30年版検察講義案使用可

※合議不可

－■■q ■一一4 ■■ ､d■ ■丁 ■■■0 ■■ー■■■■ｰ－－－■■■■■■■■ー一一－一一－一一一一一－一一■■ーーー一一■■■■■■＝一■■一一ｰ一－一一-－－－■■ー一一一一ー■■■■■■■■ーー■■ー■■■■■■■■■■■■ー■■■

10/9

(水）

民共演習1準備

持参資料

･実施要領，基本記録

･役割分担に応じて各人又は各チームに配布された資料

･民裁講義・講評・討論の際の必携資料(10/3民裁講義欄参照）

7訂民事弁護における立証活動

8訂民事弁護の手引

･各自が必要と考える参考文献

民弁問題研究3
＝丁 ■一一一■■ーーｰｰ■■ー■■ー■■一一■■■■■■■■■■■■■■■■ーー■■ー--ｰ■■ー■■ー■■一一ーー■■■■ー－－ｰ－－－ｰ－－－－‐｡

持参資料

･民弁問題研究2で使用・配布した民事
弁護修習記録

･起案要領

･起案の際に作成したメモ，手控え等

･最終準備書面記載例

7訂民事弁護における立証活動

8訂民事弁護の手引

･民弁問題研究1で配布したレジュメ

・民弁問題研究2の起案が事前返却され
ている場合には当該起案

・導入修習民事弁護問題研究Iで配布し
たレジュメ

10/10

(木）

刑弁起案1 （即日）
■q■ D■■一一一一一一I ■ｰ－－－一－－－－－一一一■■－ｰ■■ー■ ■ーー■■一己 ■d■ D一一ｰ一一一■■■■■■ー■■■■‐‐ー■■ー■■■■■■■■■■■■■■一一一－一一一一■■■■■■■■■■＝■■■■ーー■■ー■■‐ーー■■■■■■■■■■■■■

申

※六法全書（判例注釈付きを除く。 ）使用可

※合議不可

10/11

(金）

刑裁起案1 （即日）
･－－－－－‘一一・'･－－－－－－－－－‘･･‘一一一一一・・一'ﾛ･ﾛﾛｰ･…･･ﾛ｡－－－－－－－－口･‘一一一一一・・一pD-‘｡｡－.ローロロロロ･ﾛﾛ･－一一一一一一・一・・一一ロローーロ･ﾛ･一一一テロ､ﾛﾛﾛﾛﾛ･一一一一‘ﾛ･一口･一一ｰ｡｡'････ー･ﾛ一一一・・一一一ー‘･…｡．

※六法全書（判例注釈付きを除く。 ）使用可

※合議不可



修習日誌担当表(集合修習B)

テーマは自由修習全般に関するきたんのナ §冒、※ 0

※担当日の翌登庁日_ユg時45分（厳守）まで)_に，西館1階ロビーの提出物コーナーに

提出すること。

※用紙は初日に机上配布しており，西館1階ロビーにも備え置いてある。

※複数の者が同一担当日に指定されている場合でも， 日誌は各自が提出すること （連名での

提出は認めない。 ） 。

※導入修習中に日誌担当となった者は，集合修習中は日誌担当とはならない。

（注）番号は， 「平成30年度（第72期）司法修習生組別一覧名簿」による。

番号 担当月日 番号 担当月日 番号 担当月日 番号 担当月日

16

17

10月3日(木）
30

31

10月17日(木）
44

45

10月29日(火）
58

59

11月8日(金）

18

19

10月4日(金）
32

33

10月18日(金）
46

47

10月30日(水）
60

61

11月11日(月）

20

21

10月7日(月）

10月8日(火）

34

35

10月21日(月）
48

49

10月31日(木）
62

63

11月12日(火）

22

23

10月9日(水）
36

37

10月23日(水）
50

51

11月1日(金）
64

65

11月13日(水）

11月14日(木）

52

53

54

55

’
四

８２

10月16日(水）｜
側

２４

10月28日(月）｜
印

６５

11月7日(木）



提出先：西館1階ロビー提出物コーナー

※パソコンを利用する場合は，両面印刷で提出すること （記載事項を変更しない限度で，けい線省略等の変更をして差し支えない。 ）

(提出日）

月 日

組(担当日） 月 日 【 番氏名 】

1限目 2限目 3限目

科目
車一一一■■■一一ー一一一一ーⅡ■■ー一一1■■一

教官・講師

■ 1■■一一－1■■－－1■■一一一一一I■■ I■■一I■■一一ー一一一ー一一一一一一一ー一一一 一一一ー一一q■■ q■■ 1■■ 1■■ I■■ I■■ 1■■ 1■■一一Ⅱ■■ I■■ Ⅱ■■一1■■ーⅡ■■ーーーⅡ■■ー＝ー一1■■一一一 卜一一一一一一一ー1■■一一一一一Ⅱ■■一一一-－－4■■ｰーー｡■■ーー1■■-‐-ー－－

Fー－－ー■■一一一ー一一一ー一一■■■■■■■■■■ｰ一一一ーーーーー■■ー■■ー---一－－ー‐■■－－－ｰーーロ■■一一一4■■ ■■‐－－ーー－－－－■■一一一ー－－ー一一一-ーI■■－－－－ー一ーー■■■■■■■■■■■■一一一一一一一一一■■ー■

■ｰｰ4■■－1■■一一一一一一■■■一Ⅱ■■ I■■－1■■--1■■ I■■ーq■■一一一一Ⅱ■■一一一1■■ 1■■一q■■ ■■、一1■■一－1■■ 1■■一一一ーー一一一1■■一一1■■一ー－－ーI■●一一■■■－4■■一一一一1■■ー1■■ I■■ I■■ ■■■ーー一一一1■■一

■ーーーーーーーーーーーーー一一一一ー一一一■■■■■■■■一一■■一一一一一一一一■■ーー。■■ ■■■■ー■■一－－■■■■■■ー■■一一一一■■ ■■一一ｰ■■ｰｰ－1■■一一一‐ー■■■■ー■■■■■■一一一一■■ー■■＝■I■■■■■－－－■■一一一

■ 1■■－1■■ーー－－－4■■ ｡■■ ﾛ■■一ﾛ■■--4■■ 4■■ ｡■■-----‐q■■ 1■■一一1■■ 1■■ ｡■■一一－1■■ q■■一一q■■ q■■ 1■■一一I■■－1■■一1■■ーI■■ Ⅱ■■一一一q■■一■■■－－1■■ 1■■ 1■■一－1■■ 1■■ 1■■ I■■ I■■ Ⅱ■■ I■■ I■

､ｰ一一一I■■--ｲ■■ 4■■ ｲ■■ 1■■一一一一－－1■■一■■ 1■■ ｡■■一■■'一一一一一■■■ ■■■ーⅡ■■一一一ｰ■■一－1■■－－1■■ 1■■ 1■■一1■■一一一1■■ Ⅱ■■ーーーⅡ■■－1■■ 1■■ 1■■一一一1■■ーⅡ■■ Ⅱ■■ 1■■一一I■■一一一一一－1■

e一一一一一一一一一一一■■ーー＝一一一■■D一一一ー一一一一■■､一一■■一■■■■一一一一一一一ー－－－－ーーー－－－－ー■■ーq■■－－ー一一■■,ーー■■一一一一■■ー■■一一一ーー一一■■ー一一■■■■一一一-一-一一一一一一一一－一一■■■■一一
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クラス連絡委員マニュアル

言分0

ス連絡委員担当表ク ラ

★及び☆は責任者（初日及び2日目は， 2人で共F

（注） 1 番号は， 「平成30年度(第72期
2該当番号がないクラスは，その番＋

て行う。 ） 。支障が生じた場合は，適宜，他

|法修習生組別一覧名簿」による。
･除いた残りの者で担当する。

を責任者とする。

クラス連絡委員の主な役割｡作業のポイント等

口配布資料等の受領と配布

午前g時20分までに西館1階中講堂に集合して配布資料を受領し，各クラスの修習生に配
布すること。起案がある場合は，起案用紙等も受領し，直ちに起案回収担当者へ引き継ぐこ
と 0

※配布資料を受領する際，要回収の資料(起案の記録等)については，その場で部数を確認し，別途企画係

※

が配布する記録等受領確認書を提出すること。また， クラスの修習生に配布の際は，確実に全員の手元へ行
き渡るよう工夫すること。

ず配布すること。また，余部は教卓等に放置せずに，委員用ロッカーに保管すること。
※委員の作業量が多い場合は，委員以外の修習生にも協力を依頼して作業すること。
※起案回収に関する作業は，別途指定する起案回収担当者に対し交付するマニュアル参照

｡

口事務連絡の修習生への周知

教官・事務局から事務連絡がある場合(主に，上記資料配布時に連絡する。 ）は， クラス内
で聞き漏らす者がないよう， これを確実に周知すること。

※事務連絡の周知に当たっては，講義に支障のない範囲で,ホワイトボード等を利用できる。

口教室等の管理

･講義開始時には，ホワイトボード，教卓周辺を整えること。マーカーは各教室の備品箱か
ら適宜補充し，使用済マーカーはごみ箱へ廃棄すること。
ワイヤレスマイクを使用した後は，充電器に戻すこと。
･廊下に備え置かれた起案用紙等を整理整頓すること。消耗品(マーカー，電池等)の不足，
備品類（視聴覚設備，蛍光灯，ブラインド等)の不具合・破損が生じた場合には企画係に申
し出ること。

□その他

･冷暖房運転中，窓や扉を開け放したままにしないこと
に設置されたファンコイルや教室入口に設置されたコン
(送風機)を利用して行うこと。

と

。なお，各教室での微調整は，窓側
トローラー及びサーキュレーター

教室，廊下等の共用スペースに，ごみ等の放置がないよう，修習環境の美化に努めるこ
0

･担当最終日には，次の委員の責任者へ各クラス備付けのマニュアル，欠席者分の保管資料
及び事務内容等を確実に引き継ぐこと。

番号
■

｡旦当月日 番号
■
６過当月日 番号 担当 月日 番号

争
ご
■且当月日 番号

■
９且当月日

1

16

★31

☆47

61

ｊ
ｊ
木
金
ｌ
Ｉ
日
日
３
４
月
月
０
０

１
１

2

17

32

★46

ｊ
ｊ
月
火
く
く
日
日

７
８
月
月
０
０

１
１

3

18

★33

48

10月9日(水）

10月10日(木）

4
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34

★49

ｊ
ｊ
金
火
く
く
日
日

１
５

１
１
月
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１
１
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７
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１
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１
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日
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２
月
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０
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25
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10月25日(金）

10月28日(月）
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Ｉ
ｌ
日
日
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０

２
３
月
月
０
０

１
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１

１
１
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★45

60

66

11月15日(金）

11月18日（月）



即日起案回収担当表

|賢
'（

担
ｌ
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ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
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ｌ

Ⅲ
１
叩
■
伊
田
ｌ
ｊ

当月日

講義名
（席図）

担当月日

講義名
（席図）

担当月日

講義名
（席図）

番号 番号 番号

2 1 3

10月4日（金）

民弁問研2

1 －1 1

10月l1日（金）

刑裁起案1

I? 〒≦ ’

12 10月31日（木）

刑弁起案2

1 ， : :＆ ’

13 14

一
蛎
詑
鮨
一
鋪
焔
一
”
調
卵
一
咽
－
８
町
訓
劉
一
纈
蝕
一
Ⅲ
幻
詔
口
一

蝿
論
一
稲

５
６
２
３☆

25

☆36

45

58

68

☆5

16

27

38

50

60

8

20

31

41

☆52

64

11

21

33

43

55

☆66

☆23 泌
一
調34

46 47

☆57
｛56

67

4 6

10月7日（月）

民裁起案1

10月15日（火）

民弁起案1

15 11月1日（金）

刑裁起案2

1 ~1

☆17

26 28

’ 一 。 ’37 39

☆48 49
I

59 61

7 9
､

10月8日（火）

検察起案1

10月24日（木）

民裁起案2

19 11月5日（火）

民弁起案2

18

☆29 ☆30

|－’｜ ’ ｜ ’40 42、

51 53

62 63
F

10

10月10日（木）

刑弁起案1

10月30日（水）

検察起案2

22

32

’ ｜ ’☆44

54

65
1

(注)

1 番号は「平成30年度（第72期）司法修習生組別一覧名簿」による。

2 ☆を付した修習生は責任者となり， この者に支障が生じた場合は，適宜，他の者を

責任者とする6

3 該当番号がないクラスは，その番号を除いた残りの者で担当する。

4 裏面の起案回収担当者マニュアル（集合修習）を担当日の前に確認しておくこと。



即日起案回収担当者マニュアル（集

〈起案開始前の準備〉

○朝，クラス連絡委員から，起案運搬箱，起案用紙等を受け取る。

○起案運搬箱を階段教室と中教室の教卓の上に置く。

○起案用紙等を配布する（表紙1人1枚ずつ,起案用紙1冊ずつ） 。

※起案表紙と綴りひもは，廊下に置いてあるので，それを配布する。

○バラの起案用紙｡綴りひも，及び配布後に余った起案用紙【 一二●等を整理して廊下の机へ置いておく。

※クラスの修習生に，用紙の余部等が廊下にあることを告知
すること。

〈起案の提出方法〉

(集合修習）

W－

！

I 』､－

|錘

修習生は，各教室の起案運搬箱に提出することができる（時間前提出）。答案起案時間終

了の10分前まで ※ただし，一度提出した起案を 戻すことは認めない

起案終了の放送があるので，修習生は，このあと5分間で，起案をひもで
綴じる｡

答案起案時間終

了時刻

答案綴り込み終了

時刻

/、

起
案
回
収
担
当
者
が
回
収
一

〈起案終了後の回収〉

○:階段教室と中教室の起案，時間前提出の起案を｜
の有無を確認する。

※全曼の提出が確認できた場合には，チェック表受
は，名前をハッキリと○で囲むこと。

○提出の確認ができたら，起案回収担当責任者は，

○提出された起案奏桿卜H用の袋に分けて入れ，
縦に輪ゴムを掛ける。

時間前提出の起案を回収し,番号順に並べ替え，チェック表で提出

合には，チェック表余白に「全提」と記載し，未提出者がいる場合
むこと。

案回収担当責任者は，チェック表に署名する。

〈西館1階企画係へ持参＞
○回収した起案は,起案運搬箱に入れ，チ
西館1階企画係に持参する｡
※問い合わせ先企画第二課企画係内線チェック表歩共に， 起案終了時刻から10分以内に，



起案時席図



令和元年10月3日
へ

B班司法修習生各位

司法研修所事務局経理課

旅費の支給について（事務連絡）

集合修習参加に係る旅費の積算作業に必要となりますので, ｢ICカードを利用していな

い」又は「新幹線等乗車券を10月1日 （火）以降に購入した」修習生は，下記に氏名等を

記載し，該当する各欄にチェックを入れ，提出してください（主に首都圏の交通機関各社に

おいては, ICカード利用（チャージ金額使用）の際，現金運賃と異なる運賃となります。

また，運賃の改定があり，購入時により異なる運賃となります。 ） 。

なお, ICカードを利用し，かつ新幹線等乗車券を10月1日以前に購入されている修習

生は提出は不要です。

また，期限までに提出がない場合は, ICカードを利用し，かつ10月1日以前に購入し

た金額により旅費の積算をします。

10月10日 （木）午後5時半まで(時間厳守）提出期限

提出場所 経理課（本館1階）前の回収かご

記

司法研修所事務局経理課経理係宛

修習地 組 番(氏名）

口私は, ICカードを利用していません。

口私は，新幹線等乗車券を10月1日 （火）以降に購入しました。

※上記のいずれかに該当する修習生のみ提出してください。



令和元年10月3日

B班司法修習生各位

司法研修所事務局経理課

私事旅行について（事務連絡）

司法修習生が，集合修習に参加する場合には，一定の旅費が支給されます。この旅費は，

国の予算から支給されており，公費の適正な支出という観点から， この旅行日の前後に私

事旅行を行うこと （以下「私事旅行」 という。 ）は自重する必要があります。

裁判官を含む裁判所職員が公務出張の前後に私事旅行を行う場合には，その内容によっ

て旅費支給の可否が判断されますが，司法修習生についても，職員に準じて旅費支給の可

否を判断することになります。

ついては，旅行日の前後に私事旅行を行った場合には，裏面の書面を経理課経理係に提

出し，旅行命令権者（司法研修所長）の承認を受けてください。承認されない場合には，

旅費が支給されない（支給済みの場合には返納させる。 ） ことがあります。

一



令和 年 月 日

司法研修所長殿

組 番（実務修習庁会

氏名

）

下記のとおり旅行命令の旅行日と異なった日に旅行したので，承認してください。

記

1 実際の旅行日令和 年 月 日

2旅行命令の旅行日と異なった日に旅行した事由

□(1) 自宅，実家又は親戚宅（子，祖父母，兄弟姉妹宅）への帰宅又は訪問

□(2)修習に参加するための住居移転等に必要な用務
． ノ

ロ(3)その他（具体的に記載すること。 ）

(注1）該当する箇所の口欄にしを記入する。



令和元年10月3日

第72期B班司法修習生各位

司法研修所事務局経理課用度係、

司法修習生バッジの回収について（事務連絡）

修習開始の際に貸与した司法修習生バッジ（以下「バッジ」という。）を，考試期

間中の11月20日 （水）から同月26日 （火）までの問（土曜，日曜，祝日を除

く｡)に回収します。

返還に当たつては，別途配布する，返還用封筒の，②氏名，③実務修習庁，④クラ

ス及び⑤番号の各欄に記入の上， 自身のバッジを入れて封誠し，下記の回収場所及

び時間に設置されているバッジ回収箱に投入する方法により，必ず返還をしてくだ
1 ．

さい。

なお，考試期間中に返還できなかった場合には，各自が司法研修所事務局経理課

用度係宛てに郵送又は持参する方法により返還することになります。紛失して返還

できない場合には，所轄の警察に遺失物の届出をした上で遺失物受理番号を記載し

た「紛失届｣及び｢申述書」を提出する手続が必要になりますので御注意ください。

おって, 当係において返還等が確認できない場合には，その確認等が取れるまで

司法研修所より督促の連絡をすることになりますので，考試期間中に必ず返還して

ください。

記

司法研修所会場 西館1階企画第二課前ロビー

午前8時SO分から午前9時45分まで

各試験室内

午前9時SO分から午前9時45分まで

大阪会場

(※裏面あり）



■■また，バッジの返還等に関する問合せは，司法研修所事務局経理課用度係

に連絡してください． 。

I

1
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司法修習生バッジ返還用封筒

第72期司法修習生①
毒
術
②

,期

氏名

．'蕊 地方裁判所

④ クラス
P L ■● ■ '組

癖露置
番号

【回収ポｯｸｽ設置時間等】
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セクシュアル・ハラスメントは，

個人の基本的な人権に関わるだけでなく,司法修習生の修習環境を損ない，修習効果にも悪影

響を与える大きな問題です。

修習全体の問題として，みんなで考え，セクシュアル・ハラスメントのない良好な修習環境を
作りましょう。

~

一ゴ ロ －－ 雨や－r－－－

受け手の判断がポイントンﾄとI1セクシュアル ま･ハラスメ

’
一一ー

「他の者を不快にさせる職場（修習場

所）における性的な言動及び職員（修

習生）が他の職員（修習生）を不快に

させる職場（修習場所）外における性

的な言動」をいいます。

圏
「言動の受け手を不快にさせたかどうか」につ

いては，その受け手の判断に委ねられます。

言動の受け手や周囲の者が不快と感じれば，セ

クシュアル・ハラスメントになることを認識し

ておきましょう。
！

2セクシュアノ 卜の範囲し･ハラスメン

I

受け止め方の個人差に注意セクシュアル・ハラスメントとして問題となる

性的な言動は， ｜|多習時間内におけるものに限定
されません。

修習生どうしだけでなく，裁判所及び検察庁の
職員や，弁護士事務所の事務員等との間におけ
る性的な言動もセクシュアル・ハラスメントに
なり得ます。

函 性に関する受け止め方には，男女間，個人間で

差があります｡．

☆この程度は大丈夫だろうと勝手な思いこみは’

禁物です。

☆受け手は，人間関係や上下関係を考え，拒否

したいのにできない場合があることを十分認

識しましょう。

☆相手が嫌がっていることが分かったら，同じ
ことを繰り返さないことが重要です。

I

3セクシュアル･ハラスメントの具体例

厩
唾 』 里 ■『 茜

･スリーサイズなど身体的特徴を話題にするこ

と。
一一ー－両一一p&－▼－－=~ ■ ー

一人ひとりの意識が大切です･身体を執勘に眺め回したり，不必要に接触す

ること。

･性的な噂を立てたり，性的なからかいの対象

とすること。
☆お互いの人格を尊重する意識を持ちましょ

つo

･性的な内容の電話をかけたり，性的な内容の

手紙メールを送ること。
☆相手を性的な関心の対象としてのみ見る意

､

識をなくしましょう。

・食事やデートにしつこく誘うこと。

・性的な関係を強要すること。

・性的指向や性自認をからかうこと。

ｳ

☆相手を劣った性として見る意識をなくしま

しょう。

－1



■ ■ー

見たり聞いたりしたときは4セクシュアル・ハラスメントを受けたときは
.'

セクシュアル・ハラスメントを無視したり，受
け流しているだけでは，必ずしも状況は改善さ
れません。嫌なことは相手に対してはっきりと

意思を伝えることが望まれます。

5に掲げるセクシュアル・ハラスメントの苦情
に閨する相談窓□に連絡するか，担当教官や実
務||多習中の修習指導担当者，修習生の友人等に
相談してみましょう。

Ｊ
蝿
岬
『

画
☆セクシュアル・ハラスメントが見受けられる

場合は，注意しましょう。

☆見閏きした場合には，声を掛けて気軽に相談

に乗りましょう（相談を受けた修習生が相談

窓□に連絡することもできます。 ） 。

☆日ごろから，セクシュアル・ハラスメントに
対する認識を高め，皆で防止に取り組むこと

を心掛けましょう。
相談するときのために，セクシュアル・ハラス

メントを受けた日時，内容等を記録しておきま

しょう。 I
一 零 一一

二 一 P ．凸 ＝

雁

5修習期間中の相談体制 御相談に当たっては…

|憲司濫珊…談窓口に瞳男隆童性双。
の担当者がおります。担当についての御希望

《 があれば，ご連絡をいただく際にお知らせく

ださい。

司法研修所では，司法修習期間全体を通じて，

司法修習生の皆さんがセクシュアル・ハラスメ

ントや対人関係に関する問題など，誰に相談し

てよいかわからない悩みごとを抱えている場合

に， これに応じる相談窓□を開設しています。
麹

相談内容や，プライバシーに閨する秘密は厳守

されますのでセクシュアル・ハラスメントや対

人関係などにお悩みの方は，ご連絡ください。

☆相談内容及びプライバシーは厳守され，対応
i 策についても相談者の意向が尊重されます。

☆相談を行ったことに起因して，相談者が修習

において不利益に扱われることはありません。
【司法修習生相談窓□】

２
匹
Ⅲ
、

担当者

司法研修所企画第二課課長補佐
堅塁 -－－－

鴉魚司 i締寮
hJE

スメントが「司法修習生とし

行」などに該当すると，罷免

,措置を受けることがありま

卜

該当すに

セクシュアル・ノ

てふさわしくなも

の処分や注慧
す。

バラス

,1非行

等の1
ロロ ロ

蕊 ｢P

P

’ ’クシュアル｡ハラスメントのない修習を目指してロロ口ロロロセ

、〆

L

セクシュアル・ハラスメントについてお悩みの方は，次の相談窓□にご連絡ください。

【司法修習生相談窓□】

（司法研修所企画第二課課長補佐） 旧■■■

郵便等の宛先 〒351-O194

埼玉県和光市南二丁目3番8号

ノ

”＝ 一 一 Lー一 d一一－一一一一一一ー甲一

」
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司法研修所
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平成30年度（第72期)司法修習生考試応試心得

司法修習生考試委員会
！

応試者は，事前にこの応試心得を熟読し，記載されている事項について最高裁判所

及び司法研修所事務局に照会することのないよう注意すること。

－

第1 考試日程

1 日時及び考試科目（全科目受験する｡）

昼食時間

12時から13時までの1時間

なお，昼食時間中の答案起案を認める。

2

S会場

1

実施年月 日 考試科目 着席時刻 考試時間

令和元年11月20日 （水）

〃 11月21日 （木）

〃 11月22R (金）

〃 11月25日 （月）

〃 1 1月26日 （火）

民事裁判

刑事弁護

刑事裁判

検 察

民事弁護

9時45分

9時45分

9時45分

9時45分

9時45分

答案起案時間： 6時間25分

10時20分から12時まで

及び

13時から17時45分まで

答案綴り込み時間： 5分

実務修習地が大阪，京都

和歌山以外の司法修習生

， 神戸，奈良，大津及び

再受験希望者

司法研修所

実務修習地が大阪，京都，神戸，奈良，大津及び

和歌山である司法修習生

新梅田研修センター

大阪市福島区福島6丁目22番20号



第2重要事項

考試時間(各科目6時間SO分）は答案起案時間(6時間25分）

及び答案綴り込み時間（5分）で構成される。答案起案は，答案起案

時間中のみ可能であり，答案綴り込み時間中の答案起案は不正行為に

該当する。

また，答案は，試験監督者による答案綴り込み時間終了宣言時に,

答案用紙等の一番上に答案表紙を重ねた上，綴りひもで散逸しないよ

う結ぶことまで完了しているもののみ有効なものとして回収する。

（

第3不正行為

次に掲げる行為は不正行為とみなす。

不正行為を行った者については， 当該考試日における応試の中止や，答案を無効とすること

がある。

1 他の応試者の答案を閲読し，又は故意に他の応試者に同様の閲読をさせること

2 口頭又はメモで他者から答案作成の参考となる情報を得,又は他の応試者にそのような情

報を与えること

3携帯電話, PHS, タブレット型パソコン， ウェアラブル端末等の通信機器を用いて,答
案作成の参考となる情報を得，又は他の応試者にそのような情報を与えること

4 当該行為を禁止し， 当該行為を行った場合は不正行為とみなす旨の事前の告知（本書面に

よる告知を含む‘， ）があったにもかかわらず，以下の(l)ないし(3)の行為を行うこと

(1)応試者相亙で談話をすること

（2）携帯電話, PIIS,タブレット型パソコン， ウェアラブル端末等の通信機器を所持する

こと

（3）貸与されたもの以外の資料や書籍を閲読し，又は故意に他の応試者に同様の閲読をさせ

ること

5以下の(1)ないし(4)の行為を行い，試験官又は係員が当該行為を中止するよう警告を与えて

も直ちに当該行為を中止しないこと

（1）所定の試験時間終了後も答案を作成すること

※考試時間は，答秦起案時間と答案綴り込み時間から構成されるが，前者の時間終r後に答案起案を行うこ

と及び後蓄の時間終r後に縛潅綴り込みを行うことはできない。

（2）所定の試験時間中に所定の筆記用具以外の私物を使用すること

（3）許.可を受けずにエレベーーターを使用す．ること

（4）第5の5の(1)で指定する立ち入り禁止場所へ立ち入ること

6 1ないし5に類する行為で，考試の公正を害するおそれ"･)ある↑J:為を行うこと

2



持参する物

受験票

筆記用具等

考試時間中，机上に撒いて使用できる私物は以ドのとおり

（鞄の中にあるものを取り出す場合は，必ず挙手の_l:,試験室係員に申し出る。 ）

第4

1

2

●上記以外の一切の私物の使用を禁止する。

※筆箱，電子辞書，修正液，下敷き，私物の付菱， クリップ，ステープラ，扇子，

うちわ，手袋等の使用も認めない。

※これらの私物を持参した場合は，着席時刻までに全て鞄の中にしまう。

●通信機器等（携帯電話PHS, タブレット型パソコン， ウエアラブル端末等の通信機

能を有する電子機器）については，試験室への持込みを禁止する。

※通信機器等を持参した場合は，各試験室係員が預かるのでその指示に従う:

3

答案起案に使用するペン

黒インクのペン

(ボールペン，サインペン及び万年筆を含む｡）

※ボトルインク（インク壷）は使用不可

※インクがプラスチック製消しゴム等で消せるペンは

使用不可

草稿用等の筆記用具

釦

P

ペン類（黒以外のペンやマーカーも可）

鉛筆§色鉛筆

"消しゴム，定規

時計

時計機能のみ使用できる。

※あらかじめ，アラーム機能は切っておく。

※ストップウオッチ及び時計のストップウオッチ機

能・タイマー機能は使用不可

身の回り品

※試験室係員が適宜点検

する ◎

※試験室係員の指示に従

わない場合は，その物

の使用を禁止する。

･防寒具カイロ

■

■

薬（注射により摂取するものを除く｡）

冷却シート，湿布（体に貼り付けるもので，匂いが他の

応試者の迷惑にならないもの)，生理用品

リップク.リーム，ハンドクリーム（匂いが他の応試者の

迷惑にならないもの）

･クッション，座布団，腰当て

スリッパ 9 マスク，指サック，手首サポーター

･ハンカチ， ミニタオル

■ ティッシュペーパー，ウェットティッシュ

耳栓（係員等の指示が聞こえるよう留意すること｡）

･拡大鏡（虫眼鏡）



3昼食等

（1） 昼食について

各拷試I1とも持参すること。昼食のために外州することはできない。

〈2） 侭食以外に侍込可能な飲食物

．あめ，ガム，栄養調整食船轆の簡易に摂取可能で，匂いや音等が他の応試者の迷惑にな

らない食品

・ペットボトル,水筒等の開栓後に再度の密閉が可能な飲物

※机上には飲物を合計2本まで置くことができる（各1．0リットル以下） 。

※蕊付きでない缶飲料，チルドカップ，紙パック等の開封後に密閉できない飲物は，

昼食時間も含めて持ち込むことはできない“

第5応試要領

1 試験室

会場ごとの考試試験室配置図（8ページ及び11ページ）のとおり ′

Z着席場所

別途配布する考試受験票記載のとおり

3貸与資料

考試の全科目において， 『デイリー六法平成31年版（三省堂発行）』を貸与する“

4試験室への入室等

会場ごとの注意事項（7ページ及び9ページ）記載のとおり

5考試期間中の注意事項

（1）応試者は，考試期間中，会場ごとの考試試験室配置図（8ページ及び1 1ページ）で示

した場所のほか，立入禁止と表示された区域に立ち入ってはならない。また，締め切られ

た出入口及び利用が禁止された階段を通行してはならない6

（2）応試者は，考試期間中，エレベーターを使用してはならない（特例措置（第6参照）が

認められた者を除く。 ） 。

6考試時間中（着席時刻から退出の指示があるまでの間）の注意事項

（1）試験室の内外を問わず，応試者相互の談話を｡一切禁止す．る。 トイレや喫煙場所で声を掛

け合うなどの行為も絶対にしないこと。

（2）貸与されたもの以外の資料や書籍を閲読し，又はそれらを故意に他の応試者に閲読させ

てはならない。

（3）試験室係員に無断で試験室から退出してはならない。

※ トイレや，喫煙許可（第6参照）を受けた者が喫煙のた酌に途中退州する場合も，挙

手し，試験室係員に中し串た上で退出すること。

（4）昼食等')ための外出並びに会場内の食堂，売店及び自動販売機の使用は禁止する”

（5） 自席以外での飲食は禁止する。昼食のほか，持込みが認められた飲物等についても同様

である‘’

7着席時刻から考試開始までの注意事項

（1）着席時刻は，必ず遵守する。遅刻した場合は， 当日の考試に応試させないことがあるか

ら十分注意すること“

4



（2）務席時刻になるな，試験驍儲街から応試に当たっての注意事項を説明するので，特段の

事情がない限り，試験寵からα)退出を認めない．

（3）泓懲事項の説明中に，試験顎係員が，縛案表紙稗案用紙，箪稿用紙毒試記録，デイ

リー六法及び付篭（2色）を配布するが,試験監督街から指示がある液で然案茨紙騨に触

れたり記入したりしてはならない。

（4） 問題用紙配布後，考試開始の合図があるまで，問題用紙に触れてはならない;

8答案作成（答案起案及び答案綴り込み）に関する注意事項

(1)答案起案について

ア配布した問題，考試記録，デイリー六法等を試験室外に持ち出さない”

イ配布した問題及び考試記録には書き込みをしてもよいが，デイリー六法は-一切の書き

込み等を禁l上する。

ウ等案は，特に指示のあった場合を除き， 1行おきに記載する”

エ答案のページ数は，全ての答案用紙のページ数記人欄に，通し番号で記載す．る‘，

オ不｣正行為の誤解を受けないよう，配布した問題，答案用紙及び使用が認められた筆記

用具等は，各自の机上に置くこととし，机の中にしまったり，机脇の通路上や鞄の上に

置いたりしてはならない。

※デイリーー六法のケ．--スは，机の中又は下に置くよう指示されるので， これに従うこ

と。

力答案用紙，草稿用紙及び付窒が不足した場合は，試験室係員に申し出ること。

キ答案表紙及び答案用紙に，使用が認められたもの以外の筆記用具で記載し，又は指示

された以外の箇所に必要事項以外の記載（応試者の氏名等）をした場合，答案が無効と

されることがある。

ク途中退出を認める旨の告知があった後は，答案起案時間終了前であっても答案を提出

することができる。途中退出を希望する場合には，随時試験室係員に申し出て，綴りひ

も（1本）の交付を受け，答案綴り込みを終了さ､せた.上，答案，考試記録等配布したも

のを全部所定の場所に提出した上で，退出する。

ただし，答案起業終了時刻15分前以降は,（すでに綴りひもの交付を受けた場合で

あっても）答案の提出を認めない。

ケ・ 答案起案時間終rの合図があったら，直ちに答案起案を終了し，試験監督者の指示に

従って机上の筆記用具をすべて鞄等にしまう《,答案起案時間終了宣言後の答案起案（ペ

ージ数等の記載を含む。 ）は， 一・切禁止する。

（2）答案綴り込みについて

ア答案起案時間終了宣言後，応試者の机上の筆記用具がすべて鞄等にしまわれたことが

確認された後，試験室係員が綴りひも（1本）を配布するが，試験監督瀞から指ボがあ

るまで綴りひもに触れてはならない。

イ （ア')後の）答案綴り込み時間（5分間）の開始及び終了は，試験監督者の指示に従

う。答案綴り込み時間中の途中退出は認めない。

ウアで配布された綴りひもを使用し，答案用紙等ルー番上に答案表紙を重ねた上，綴り

ひもで散逸しないように結ぶことまで完rしているもののみ有効答案として瞳I収する．
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答案綴り込み時間終j'窟寓後の斡案ﾉM紙等の綴り込み,綴り直し，挟み込み等は， ‐･切

認めない。

※提鵬する籍案の綴り込みの順序と答案用紙のべ．．-ジ数の記入柵の記載が異なっても，

韓案起案時間終了筒雷後に蕃案用紙のページ数の記入欄を訂'することはできない《，

エ答案綴り込み時間終了奮言後は，試験監督肴の指示に従い，符案，舞試記録等配布し

たものを全部提出する。試験監督者が全員の答案等を回収し，退出の指示をするまで自

席で待機する。

g試験室からの退出等

会場ごとの注意事項（7ペ-三ジ及び9ページ）記載のとおり

なお，途中退出した場合も同様である。

10その他の注意事項

（1）応試に当たっては， この応試心得によるほか，試験監督瀞等の指示に従う。

（2） 考試期間中は，試験室への物品の搬入等を行う係員の進路を妨げない。

（3） 考試期間中に気分が悪くなった場合には，係員に申しlllてその指示に従う。

（4） 各考試日とも軽装（常識の範囲内の服装．例えば，上着及びネクタイを外すこと等）で

受験し･て差し支えない。

（5）病気又は事故により，応試できなくなった場合や，着席時刻に遅れる又はそのおそれが

ある場合等は，速やかに司法修習生考試委員会庶務担当に届け出る。

（6）連絡先は，会場ごとの注意事項（7ページ及び9ページ）記載のとおり

考試期間中の家族等との緊急の連絡については，考試事務室において取り次ぐ。

第6考試における特例措置及び喫煙の届出について

考試期間中の特例措置及び着席時刻から退出指示があるまでの間の喫煙については，別途配

布される「平成3()年度（第72期）司法修習生考試における受験票配布及び特例措置につい

て（事務連絡) lを参照する。

なお，喫煙場所は，司法研修所は西館3階テラス又は西館1階中庭北側部分，新梅田研修セ

ンター･は外階段の3階と4階の間の踊り場である（会場ごとの弩試試験室配置図参照） ．

第フ考試不合格の場合の手続について

1 考試不合格となった場合，裁判所法第68条第1項及び司法修習生に関する規貝ll第17条

第1項第1号により罷免となる。

2考試再受験のための再採用については，以下の運用を前提として取り扱われる。

「 考試は，原則として，連続して3回まで受験することができる。

ただし,病気その他やむを得ないと認められる事情により，滑試の全部又は一部を醤

験することができなかった場合には，当該考試については，受験回数として数えないも

〃)とすることができる。 」
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注意事項（司法研修所）

1 中講堂は考試事務室とするので，その付近では立ち止まらず，速やかに通行すること。

2試験室への入室等

登庁時刻 8時30分以降

西館東側玄関又は1階連絡通路から入場する”

2～4階の連絡通路を通って入場するぞ_とはできない．
西館への入場経路

火溝厳（座席は前から順番に詰M)て座ること《』飲食禁[上）

大織唯前ホリイエ

大識懲脇の通脇

西館エレベー･･ター前の階段

2～4階のエレベー･ターー前ホール又はラウンジ

※西館エレベーター･前の階段以外の階段を使用することはでき

ない。

※試験室準備のため，試験室への入室及び試験室前廊下での待

機は認めない。

待機場所

9時30分

西館の階段を利用して各試験室に入室すること｡

※ 9時30分以降は全ての階段を利用できる。

※ 9時45分以降はラウンジ及び個人用ロッカー設置場所への

立入りを禁止する。

試験室への

入室可能時刻

9時45分

※遅刻した場合，当日の考試に応試させないことがある。
着席時刻

3試験室からの退出等

各試験室から西館の階段を利用して1階に降り，速やかに退出する。 1階ロビー等にとどま

らずに，静かに西館から退出すること。

※ 2～4階の連絡通路を通って西館から退出することはできない。

4欠席・遅刻する場合の連絡先

最高裁判所事務総局人事局任用課試験係

03 (3264) 811 1 (内線3323
考試期間前

3386）

1
1 司法研修所内考試事務室
考試期間中

’ ■■■■■■■■■
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図（司法研修所西館）考試誠験室配置
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※本図中の「考賦時間中」は， 「滑席時刻から退出の桶示があるまで』の恩味

※試験室は，当日，会場で確浬すること”
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注意事項（新梅田研修センター）

所在地。電話番号

〒553-0003大阪市福島区福島6丁目22番20号

06 (4796) 3371

※アクセス案内以外の問い合わせには応じることはできない。考試に関する問い合わせ及

び連絡は， 6の連絡先に電話をかけること。

※試験室の下見にも応じることはできない。

1

2考試期間中, JR大阪駅と新梅田研修センターとの間の無料直通シヤトルバスを利用しては

ならない。

3 4階404ホールは考試事務室とするので， その付近には近付かないこと《，

4試験室への入室等

8時30分以降会場入場時刻

1階ロビー

2～4階の各試験室前廊下

※試験室準備のため，試験室への入室は認めない。

待機場所

試験室への

入室可能時刻
9時30分

9時45分

※遅刻した場合，当日の考試に応試させないことがある。
着席時刻

試験室からの退出等

各試験室から階段を利用して1階に降り，速やかに建物から退出する。

※会場付近は住宅街であるから，退出後に会場及びその周辺にとどまって近隣に迷惑を掛

けることがないよう，速やかに解散すること。

5

6欠席。遅刻する場合等の連絡先

最高裁判所事務総局人事局任用課試験係

03(3264) 811 1 (内線3323･3386)
考試期間前

新梅田研修センター内考試事務室
考試期間中

■■■■■
L
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新梅田研修センターへのアクセス
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●JR大阪駅（桜橋口）から徒歩約.12分

●JR環状線福島駅から徒歩約7分

※考試期間中，無料直通シヤトルバス利用禁止
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考試試験室配置図（新梅田研修センター）

に壷］

に掴E画

唾壺
303ホール

第4試験室
ユ【】4

(外階段の3階と

4階の間の踊り場）
着席番号

2171～2220

考試時間中

立入禁止

考賦時IHI中

立入禁止＃ ＊｜側、WC305ホール

第3試験室

ネ

藩

〔着席番号
2121～2170

EV使用溌止 即使用禁止

匡画E画
グﾗﾝドホール

第2試験室
レストラン

立入鋪止

考試時間中

立入菜止、
着席番号

2051～2120

EV

考試時間中

立入禁止、

考賦時間中

立入禁止

考賦時間中

立入禁止

墨|患205ホール

第･1試験室

Ｌ
一

着席番号
2001～2050

掌飽曾

久 EV使用禁止

売店使用禁止

※本図中の｢考試時間中｣は, 「着席時刻から退出の指示があるまで｣の意味

※喫煙場所(外階段の3階と4階の間の踊り場)は,喫煙を許可された者以外,考試時間中立入禁止

※試験室は,当日，会場で確認すること。
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